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八
八
三
年
九
月
十
八
日

○
法
国
電
音
〔
法
国
の

南
に
至
ら
し
め
ん
と

○
津
門
郵
報
〔
中
国
の

回
ら
し
め
ん
と
す
〕

○
法
人
禁
霧
軍
火
（
法

○
法
人
有
意
挑
蟹
〈
法

○
越
使
未
没
（
越
使
、

○
法
人
不
睦
〈
法
人
、

八
八
三
年
九
月
十
七
日

○
法
軍
敗
績
藻
記

○
法
人
発
難
（
法
人
．

移
し
て
以
て
噌
東
を

○
海
防
郵
音
〔
法
人
、

て
甚
だ
鼓
喋
を
形
す

○
法
国
郵
音
〔
法
廷
、

○
法
臣
辞
職

○
公
使
撤
任
続
聞
（
公

八
八
三
年
九
月
十
四
日
〈
光
緒
九
年
八
月
十
四
日
）

◎
中
国
以
守
為
戦
説
（
中
国
は
守
を
以
て
戦
と
為
す
の
説
〉

○
電
音
〔
法
国
の
新
報
、
越
南
の
事
を
論
ず
〕

八
八
三
年
九
月
十
日
〈
光
緒
九
年
八
月
初
十
日
）

◎
中
国
不
必
畏
法
人
辨
〈
中
国
は
必
ず
し
も
法
人
を
畏
れ
ざ
る
の
緋
〉

○
電
音
〔
英
人
は
越
南
の
事
に
因
り
、
議
論
紛
如
た
り
〕

○
法
人
侍
強
〈
法
人
、
強
を
特
む
〉

○
越
南
近
間
〔
法
人
、
擬
し
て
再
び
戎
行
を
整
え
、
住
き
て
北
寧
を
攻
め
ん
と
す
〕

○
西
人
観
戦

人
、
軍
心

人
、
挑
窪

未
だ
没
斗

睦
ま
ず
）

難
を
発
す
〉
〔
嗣
後
、
若
し
再
び
黒
旗
を
助
け
れ
ば
、

攻
め
ん
と
す
〕

華
人
一
名
を
寝
有
し
て
律
に
按
じ
て
処
決
す
。
華
商
、

当す廷へ

便
の
任
を
撤
す
る
の
続
聞
）

●

美
国
軍
火
を
供
し
て
中
国
に
与
う
る
を
聞
き
、

－' （
光
緒
九
年
八
月
十
七
日
）

光
緒
九
年
八
月
十
八
日
〉

臣
、
擬
し
て
亜
非
利
加
州
駐
防
の
兵
よ
り
篝
発
し
て
馳
せ
て
趣

道一
、

擬
し
て
水
師
人
役
四
百
名
を
特
選
し
、

火
を
辮
ず
る
を
禁
ず
）

量
を
意
う
あ
り
）

せ
ず
）

心
甚
だ
平
な
ら
ず
〕

鎮
遠
艦
を
駕
し
て

皆
罷
市
し

将
に
師
を
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一
八
八
三
年
九
月
一
一

○
徒
労
践
渉
（
徒

○
法
越
和
約
続
録

○○○○．八

海す金の事電論八

防一陵船属音法三

八
八
三
年
九
月
一
一
十
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
日
）

○
電
音
〔
中
法
公
使
、
擬
し
て
英
国
大
臣
と
越
南
の
事
を
商
議
せ
ん
と
す
〕

○
敵
侭
同
心
〔
西
報
に
調
う
。
咋
ご
ろ
上
海
報
を
閲
る
に
称
す
ら
く
、
是
の
華
人
、
越
南

の
事
に
因
り
、
街
談
巷
議
の
傳
う
る
所
一
な
ら
ず
。
…
然
れ
ど
も
ま
た
華
人
の
敵
侭
の

心
、
普
天
相
い
同
じ
き
を
見
る
べ
し
〕

○
越
南
近
耗
〔
越
人
の
勇
気
、
愈
々
加
わ
り
、
法
人
の
心
胆
倶
に
藩
つ
〕

八
八
三
年
九
月
二

○
法
国
電
音
〔
曽

○
法
軍
近
耗
〔
法

○
法
越
和
約
続
聞

○
法
人
多
疑
（
法

八
八
三
年
九
月
一
一
十
五
日
〈
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
五
日
〉

○
越
南
近
耗
〔
法
国
の
総
督
、
著
し
て
水
師
兵
及
び
召
募
の
士
兵
を
将
て
迅
か
に
東
京
に

赴
か
し
む
〕

防
近
閏

年
九
月
十
九
日

人
擬
攻
零
東
〈

〔
曽
襲
侯
、
法

伝
聞
（
事
は
伝

尾
に
撃
中
す
〕

郵
音
〔
左
侯
相

'-１

法
人
、十
四
日
（
光
緒
九
年
八
月
二
十
四
日
〉

襲
侯
、
和
誼
を
矢
う
を
欲
せ
子
〕

人
、
黒
旗
を
攻
む
る
も
、
勝
を
獲
ざ
る
あ
り
〕

十
六
日
〈
光
緒
九
年
八
月

に
践
渉
を
労
わ
す
）

人
、

九
日
（
光
緒
九
年
八
月
十
九
日
）

東
〈
法
人
の
擬
し
て
零
束
を
攻
め
ん
と
す
る
を
論
ず
）

法
廷
に
進
謁
し
て
一
切
を
妥
商
す
〕

は
伝
聞
に
属
す
）
〔
法
船
の
追
迫
甚
だ
亟
に
し
て
且
つ
発
砲
し
て
鎮
遠

、疑
多
し
）

砲
台
を
棄
て
て
走
り
、

時
事
に
言
及
し
、

文
武
員
弁
皆
法
人
と
一
死
戦
を
決
せ
ん
と
欲

十
六
日
〉

黒
旗
因
り
て
勢
に
乗
じ
て
河
内
に
進
攻
す
〕
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八
八
三
年
十
月
十
八
日

○
黒
旗
戦
捷
紀
事

○
電
音
〔
曽
襲
侯
、
中

○
束
寝
郵
音
〔
法
国
水

八
八
三
年
十
月
十
五
日
〈
光
緒
九
年
九
月
十
五
日
）

◎
論
法
人
断
不
与
中
国
構
兵
（
法
人
は
断
じ
て
中
国
と
兵
を
構
え
ざ
る
を
論
ず
〉

⑨
法
員
論
越
南
事
（
法
員
、
越
南
の
事
を
論
ず
）

八
八
一
一
一
年
十
月
十
三
日
（
光
緒
九
年
九
月
十
一
一
一
日
）

◎
論
中
朝
並
未
預
黒
旗
事
（
中
朝
は
並
え
て
未
だ
黒
旗
の
事
に
預
ら
ざ
る
を
論
ず
）

○
訳
録
法
報
〈
法
報
を
訳
録
す
）
〔
中
国
の
官
・
員
は
衆
・
志
の
向
背
を
観
る
〕

八
八
三
年
十
月
四
日
〈
光
緒
九
年
九
月
初
四
日
）

◎
論
挙
事
宜
去
民
疑
心
（
事
を
挙
げ
る
に
は
宜
し
く
民
の
疑
心
を
去
る
べ
き
を
論
ず
〉

八
八
三
年
九
月
一
一
十
九
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
九
日
）

○
電
音
〔
英
国
、
己
に
極
力
中
法
の
為
に
調
処
す
〕

○
海
防
郵
報
〔
法
軍
、
和
を
議
す
る
を
俟
ち
て
並
え
て
黒
旗
を
進
攻
せ
ず
〕

八
八
三
年
九
月
一
一
十
八
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
八
日
〉

◎
論
紅
河
為
法
所
必
争
〈
紅
河
は
法
の
必
ず
争
う
所
と
為
ろ
を
論
ず
〉

八
八
一
一
一
年
九
月
二
十
七
日
（
光
緒
九
年
八
月
一
一
十
七
日
〉

◎
論
官
民
皆
宜
知
和
約
〈
官
民
は
皆
宜
し
く
和
約
を
知
る
べ
き
を
論
ず
〉

○
電
音
〔
法
軍
、
屡
々
黒
旗
の
敗
る
所
と
為
る
〕

○
天
津
郵
音
〔
葎
人
み
な
敵
億
の
思
い
あ
り
〕

○
法
国
陰
謀
〔
そ
の
公
使
徳
理
固
、
…
上
海
に
抵
り
て
連
り
に
伯
相
と
晤
ろ
も
、

復
た
り
〕

朝
は
甚
だ
法
と
そ
の
和
好
を
矢
う
を
欲
せ
ず
と
調
う
〕

師
提
督
、
昨
ご
ろ
黒
旗
と
講
和
し
、
己
に
成
議
あ
り
〕

（
光
緒
九
年
九
月
十
八
日
）

貌
は
剛
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八
八
三
年
十
月
一
一
十
一
一
一
日
（
光
緒
九
年
九
月
一
一
十
三
日
〉

◎
論
越
南
事
勢
可
危
（
越
南
の
事
勢
は
危
う
か
る
べ
き
を
論
ず
）

○
法
人
臆
請
〔
中
朝
は
暗
に
精
兵
を
遣
し
、
南
渡
し
て
以
て
黒
旗
を
援
く
〕

八
八
三
年
十
月
十
九

○
接
録
黒
旗
戦
捷
紀

○
和
議
已
成
（
和
議

○
傍
観
掃
度
〔
俄
国

事
せ
ず
と
請
う
〕

八
八
三
年
十
一
月
一

．
論
法
人
篝
兵
（
法

○
法
国
電
音
〔
曽
襲

て
尽
く
撤
去
を
為

○
法
兵
来
趣
く
法
兵
、

八
八
三
年
十
一
月
八
日
〈
光
緒
九
年
十
月
初
九
日
〉

◎
論
辺
防
不
可
因
無
事
梢
弛
（
辺
防
は
無
事
に
因
り
て
梢
も
弛
く
す
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
）

八
八
三
年
十
一
月
五
日
〈
光
緒
九
年

⑲
詳
述
黒
旗
事
（
黒
旗
の
事
を
詳
述

○
電
音
〔
法
国
の
宰
臣
、
中
朝
は
用

○
海
防
郵
音
〔
法
船
、
水
師
共
を
載

○
防
兵
来
響
〈
防
兵
、
要
に
来
る
）

○
法
兵
至
趣
く
法
兵
、
趣
に
至
る
）

○
法
員
会
議
〔
西
貢
信
息
に
言
う
。

し
て
以
て
税
関
を
設
立
す
る
の
事

○
西
貢
郵
音
〔
法
人
調
う
。
中
朝
は

○
析
葎
郵
音
〔
恭
邸
、

曰
く
光
緒
九
年

事
（
黒
旗
の
戦

、
己
に
成
る
）

領
事
、
中
国
は

曰
（
光
緒

人
の
霧
兵

侯
言
及
す

す
簿
と
〕

趣
に
来

英
法

九
年
十
月
初
一
日
）

を
論
ず
）

ら
く
、
中
国
の
東
京
に
駐
紫
す
る
の
兵
は
久
し
か
ら
ず
し

る
、￣

国
公
使
と
越
南
の
事
を
商
議
す
〕

は
決
し
て
敢
え
て
戎
首
と
為
り
て
以
て
法
人
と
戦
に
従

九
月
一
一
十
三
日
、
是
の
処
に
駐
す
る
の
法
員
、
聚
会

を
議
す
〕

将
に
越
南
を
割
分
し
て
以
て
争
端
を
息
め
ん
と
す
〕

十
月
初
六
日
）

す
）

兵
を
掴
る
と
曰
う
〕

有
し
て
海
防
に
到
る
〕

九
月
十
九
日
）

捷
紀
事
を
接
録
す
〉
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一
八
八
三
年
十
一
月

八
八
三
年
十
一
月
一

．
論
法
人
擬
向
中
園

と
す
る
を
諸
ず
）

○
法
舶
来
趣
く
法
銚

○
海
防
郵
音
〔
黒
隷

八
八
三
年
十
一
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
七
日
）

◎
中
国
非
助
黒
旗
瀞
（
中
国
は
黒
旗
を
助
く
る
に
非
さ
る
の
僻
〉

○
越
南
近
耗
〔
黒
旗
は
法
軍
と
未
だ
開
仗
せ
ず
〕

○
海
防
郵
音
〔
法
人
、
擬
し
て
南
方
の
各
埠
を
将
て
尽
く
封
禁
を
行
わ
ん
と
す
〕

八
八
三
年
十
一
月
十
五
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
六
日
〉

○
海
防
郵
音
〔
法
国
の
兵
船
は
越
南
に
抵
り
て
黒
旗
と
決
戦
す
〕

○
越
南
近
間
〔
法
国
の
新
調
の
兵
、
東
京
に
到
る
〕

八
八
一
一
一
年
十
一
月
十
三
日
（
光
緒
九
年
十
月
十
四
日
〉

○
津
門
郵
音
〔
李
伯
相
、
往
き
て
法
公
使
に
会
し
、
時
事
を
商
議
す
〕

八
八
三
年
十
一
月
十
日

◎
論
法
人
霧
飽
（
法
人

○
法
国
電
音
〔
法
人
、

○
効
力
悪
場
（
力
を
鋼

と
請
う
〕

○
越
南
近
報
〔
法
兵
の

○
法
兵
将
到
（
法
兵
、

⑥
西
報
論
法
攻
東
京
（
西
報
、
法
の
東
京
を
攻
む
る
を
論
ず
）

○
法
兵
来
趣
く
法
兵
、
趣
に
来
る
）

一
一
十
一
日
〈
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
二
日
）

国
索
賠
兵
餉
（
法
人
擬
し
て
中
国
に
向
い
て
兵
館
を
賠
す
る
を
索
め
ん

旗船
、、

十 東
京
に
在
る
者
は
皆
勤
旅
に
は
非
ら
ず
〕

将
に
到
ら
ん
と
す
〉

（
光
緒
九
年
十
月
十
一
日
）

の
館
を
霧
る
を
論
ず
〉

法
兵
の
東
京
に
在
る
の
情
形
を
将
て
、
刊
し
て
一
書
を
為
る
〕

場
に
効
す
）
〔
法
国
の
提
督
、
東
京
に
住
き
て
黒
旗
と
接
仗
せ
ん

趣
に
来
る
）

現
に
重
兵
を
以
て
北
寧
に
駐
守
す
〕

日
（
光
緒
九
年
十
月

十
三
日

、■〆
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一
八
八
一
一
一
年
十
一
月
二
十
一
一
一
日
（
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
四
日
）

◎
閲
字
林
報
論
渥
市
書
後
〈
字
林
報
に
渥
市
を
論
ず
ら
Ｃ
を
閲
て
後
に
書
す
）

○
電
音
〔
法
国
外
務
大
臣
、
力
め
て
解
職
せ
ん
こ
と
を
求
む
〕

八
八
三
年
十
一
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
九
年
十
月
一
一
十
五
日
）

◎
論
民
心
当
聯
絡
（
民
心
は
当
に
聯
絡
す
べ
き
を
論
ず
）

○
法
人
擬
攻
北
寧
〈
法
人
、
擬
し
て
北
寧
を
攻
め
ん
と
す
〕

○
遣
兵
衛
辺
（
兵
を
遣
わ
し
て
辺
を
衛
る
）

八
八
三
年
十
一
一
月
六
日
（
光
緒
九
年

。
中
国
不
必
与
敵
争
勝
於
海
上
説
（

○
電
音
〔
英
徳
二
国
、
既
に
そ
の
商

○
華
兵
到
渥
（
華
共
、
瀝
に
到
る
〉

八
八
三
年
十
一
月
一
一
十
七
日
（
光

○
電
音
〔
中
朝
、
書
を
各
国
に
致

○
越
南
近
事
〔
梅
東
城
に
駐
防
す

○
法
敗
伝
聞
（
法
敗
る
る
の
伝
聞

○
訳
録
西
報
（
西
報
を
訳
録
す
）

に
封
じ
て
東
京
統
兵
の
大
員
と

八
八
三
年
十

○
法
人
大
言

○
海
防
郵
音

○
上
海
郵
音

◎
論
法
人
探
察
越
鉱
〈
法
人
趣
の
鉱
を
探
察
す
る
を
論
ず
）

○
電
音
〔
曽
襲
侯
、
黒
旗
は
誠
に
用
い
る
を
惜
し
ま
ず
と
曰
う
〕

○
戦
務
近
間
〔
法
軍
、
己
に
北
寧
に
前
性
し
、
以
て
黒
旗
を
進
攻
す
〕

○
法
便
回
国
（
法
便
、
国
に
回
る
）

￣〔
近
日
、

〔
西
人
、

月

十
八
日

法
人
北
寧
に
住
き
て
黒
旗
を
攻
め
ん
と
す
〕

潜
か
に
黒
旗
に
往
く
〕

＝常、

光
緒
九
年
十
月

為バー

緒
九
年
十
月
二
十
八
日
）

し
、
越
南
は
久
し
く
中
国
の
藩
服
た
り
と

る
の
法
軍
、
大
敗
す
〕

十
一
月
初
七
日
〉

中
国
は
必
ず
し
も
敵
と
勝
を
海
上
に
争
わ
ざ
る
の
説
）

民
を
係
せ
ん
と
欲
す
〕

中
朝
、
密
白
白

す
と
言
う
〕

十
九
日

道
あ
り
て
、

、￣

黒
旗
の
劉
義
は
現
に
経

曰
、
っ
〕
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八
八
一
一
一
年
十
二
月
十
日
（
光
緒
九
年

○
璽
垣
電
音
〔
中
国
人
、
聚
を
糾
め

○
省
事
彙
述
〔
各
国
領
事
、
聚
集
会

○
海
防
近
報
〔
海
防
付
近
の
各
処
は

②
劉
永
福
非
髪
逆
辮
〈
湖
海
之
士
拝

○
続
調
軍
兵
〈
続
い
て
軍
兵
を
調
す

○
軍
兵
来
導
く
軍
兵
、
薯
に
来
る
）

八
八
一
一
一
年
十
一
一
月
十
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
二
日
）

◎
論
中
国
自
固
藩
篭
〈
中
国
自
ら
藩
篭
を
固
む
る
を
論
ず
〉

○
海
防
近
録
〔
海
防
の
人
心
、
倍
ま
す
張
皇
す
る
を
覚
ゆ
〕

○
西
貢
近
報
〔
法
軍
は
将
に
住
き
て
北
寧
を
攻
め
ん
と
す
〕

八
八
三
年
十

○
電
音
〔
欧

○
法
国
近
報

○
河
内
近
報

○
法
軍
惨
數

○
法
兵
到
越

八
八
三
年
十
一
一
月
七
日
（
光

◎
論
法
人
霧
館
〈
法
人
館
を

○
哩
垣
防
務
近
間
〔
省
中
の

⑲
西
人
講
中
法
近
事
（
西
人

法
国
は
堅
持
し
能
わ
ず
〕

○
西
人
慮
禍
（
西
人
、
禍
を

○
省
事
略
述
〔
中
朝
、
已
に

○
牛
庄
近
報
〔
兵
九
千
》
名
、
陸
続
と
し
て
詞
し
て
天
津
に
至
る
〕

○
謂
増
船
艘
〈
船
艘
を
増
さ
ん
こ
と
を
請
う
）

二
月
八
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
初
九
日
）

実
数
国
、
互
相
聯
絡
す
〕

〔
法
国
、
提
督
に
著
し
て
黒
旗
を
攻
め
し
む
〕

〔
法
人
、
現
に
河
内
に
在
り
〕

￣■、

法
兵
、

趣
に
到
る
）

光
緒
九
年
十
一
月
初
八
日
）

を
薄
ろ
を
論
ず
）

の
官
憲
、
軍
務
を
整
頓
す
〕

人
、
中
法
の
近
事
を
論
ず
）

慮
る
）

開
仗
を
決
意
す

十
一
月
十
一
日
〉

て
群
を
成
し
、
擁
し
て
法
国
の
領
事
署
に
至
る
〕

議
し
、
そ
．
の
商
民
を
保
護
せ
ん
こ
と
を
翼
う
〕

海
賊
甚
だ
福
獄
す
る
に
属
す
〕

上
〉
〈
劉
永
福
は
髪
逆
に
非
ざ
る
の
熱
〉

〉
－ノ

〔
若
し
兵
鷺
一
た
び
開
が
る
れ
ぱ
、
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一
八
八
四
年
一
月
四

．
諭
禦
外
憲
当
参

○
法
国
電
音
〔
法

○
越
南
近
耗
〔
越

○
西
責
近
聞
〔
法

Ｏ
西
貢
郵
報
〔
法

○
東
京
近
耗
〔
越

○
越
王
耗
続
聞

○
哩
垣
近
事
〔
人

八
八
三
年
十
二
月
十
四
日
（
光
緒
九
年
十
一
月
十
五
日
）

○
電
音
〔
法
国
の
議
局
、
銀
圃
を
霧
弁
し
て
以
て
越
南
の
軍
需
を
済
く
〕

○
厘
門
近
報
〔
近
ご
ろ
新
勇
二
千
五
百
名
を
招
有
し
、
防
守
に
資
せ
し
む
〕

八
八
四
年
一
月
五
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
初
八
日
）

◎
講
中
国
備
禦
無
時
可
弛
（
中
国
の
備
禦
は
時
と
し
て
弛
む
べ
き
な
き
を
論
ず
）

○
東
京
近
間
〔
黒
旗
は
北
寧
を
以
て
根
本
と
為
す
〕

○
謡
言
宜
禁
（
謡
言
は
宜
し
く
禁
ず
ぺ
し
）
〔
法
兵
の
後
、
絵
に
日
本
兵
士
あ
り
〕

八
八
四
年
一
月
一
一
一
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
初
六
日
〉

◎
調
集
兵
勇
末
議
（
兵
勇
を
調
集
す
る
の
末
議
〉

○
増
添
船
艘
〈
船
艘
を
増
添
す
）
〔
美
田
、
現
に
擬
し
て
再
び
戦
艦
を
還
し
中
国
に
前
来

せ
ん
と
す
〕

八
八
三
年
十
一
一
月
十
三
日
〈
光
緒
九
年
十
一
月
十
四
日
〉

◎
論
中
国
重
在
能
守
（
中
国
の
童
は
能
く
守
る
に
在
る
を
論
ず
）

○
章
兵
赴
藝
〈
軍
兵
、
零
に
赴
く
）

○
商
務
日
盛
（
商
務
は
日
に
盛
ん
を
り
）

○
璽
垣
安
堵
〔
調
到
の
軍
兵
、
ま
た
皆
営
規
を
格
守
し
、
並
え
て
騒
擾
す
る
な
し
〕

日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
初
七
日
）

用
民
兵
（
外
題
を
禦
ぐ
に
は
当
に
民
兵
を
参
用
す
べ
き
を
論
ず
）

国
大
臣
、
復
た
銀
圃
二
十
兆
を
擁
せ
ん
こ
と
を
請
う
〕

南
王
の
莞
ず
る
の
後
よ
り
越
南
の
廷
臣
は
皆
法
人
を
怒
る
〕

の
水
師
提
督
、
経
に
法
廷
よ
り
派
せ
ら
れ
て
中
国
海
道
の
総
管
と
為
る
〕

国
の
各
員
、
越
臣
の
そ
の
君
を
鳩
試
す
ろ
を
以
て
、
甚
だ
之
を
鄙
薄
す
〕

南
総
督
、
回
国
す
〕

の
法
国
天
主
堂
を
将
て
焚
毅
せ
ん
と
欲
す
る
あ
り
、

民
人
鼓
曝
す

t－'
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八
八
四
年
一
月
七
日
〈
光
緒
九
年
十
二
月
初
十
日
〉

③
越
南
三
宣
提
督
劉
替
師
撤
（
越
南
三
宣
提
督
の
劉
誓
師
の
撒
）

○
倫
敦
郵
音
〔
中
法
一
一
国
、
擬
し
て
英
廷
に
之
が
調
処
を
為
さ
ん
こ
と
を
請
わ
ん
と
す
〕

○
法
船
赴
趣
く
法
船
、
趣
に
赴
く
〉

八
八
四
年
一
月
十

○
海
防
近
信
〔
黒

○
河
内
郵
筒
〔
法

○
南
定
近
報
〔
中

○
東
京
戦
務
続
聞

八
八
四
年
一
月
十
一
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
一
月
十
五
日
）

◎
論
法
人
必
不
敢
窺
瓊
州
（
法
人
は
必
ず
敢
え
て
瓊
州
を
頚
わ
ざ
る
を
論
ず
）

○
牛
庄
近
報
〔
牛
庄
に
付
近
す
る
の
居
民
、
法
国
と
同
仇
敵
楓
の
気
あ
り
〕

○
穂
垣
近
報
〔
各
官
、
土
人
に
禁
じ
て
、
西
人
を
騒
擾
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
〕

八
八
四
年
一
月
十
五
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
十
八
日
）

◎
論
法
人
擬
在
暹
羅
募
・
兵
〈
法
人
擬
し
て
暹
羅
に
在
り
て
兵
を
募
ら
ん
と
す
る
を
論
ず
〉

○
謡
一
一
一
一
回
可
悪
〈
謡
一
一
一
一
『
恵
む
べ
し
）
〔
法
国
人
、
軍
器
を
押
運
し
て
海
賊
を
接
済
す
〕

八
八
四
年
一
月
十
六
日
（
光
緒
九
年
十
一
一
月
十
九
日
〉

○
法
軍
赴
越
（
法
軍
、
趣
に
赴
く
）

○
越
事
可
慨
（
越
事
、
慨
す
べ
し
）
〔
越
王
、
そ
の
臣
の
試
す
る
所
と
為
る
〕

八
八
四
年
一

○
法
軍
赴
越

○
越
事
可
慨

○
法
報
大
言

○
兵
赴
海
南

○
海
防
郵
音

○
法
員
更
調

○
順
化
近
報

○
法
人
擬
攻

（
兵
、
海
南
に
赴
く
）

〔
法
人
、
既
に
宣
泰
城
を
得
る
も
、
黒
旗
の
隙
を
同
い
て
進
攻
す
る
を
恐
る
〕

〔
国
中
に
主
な
け
れ
ば
、
経
に
大
臣
、
前
王
の
姪
を
擁
立
す
〕

北
寧
〈
法
人
、
擬
し
て
北
寧
を
攻
め
ん
と
す
）

一
日
（
光
緒
九
年
十
二
月
十
四
日
）

旗
、
復
た
擬
し
て
隊
を
整
え
、
住
き
て
宣
泰
を
攻
め
ん
と
す
〕

国
提
督
、
既
に
宣
泰
城
を
得
る
〕

国
及
び
越
南
の
兵
、
南
定
付
近
に
在
り
て
駐
紮
す
〕
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一
八
八
四
年
二
月
六
日
〈
光
緒
十
年
一
月
初
十
日
）

◎
論
靖
憲
宜
懲
貧
去
儒
〈
冠
を
靖
ん
ず
る
に
は
宜
し
く
貧
を
懲
ら
し
め
橘
を
去
る
べ
き
を

論
ず
〉

八
八
四
年
二
月
五
日
〈
光
緒
十
年
一
月
初
九
日
〉

◎
防
守
北
寧
議
（
北
寧
を
防
守
す
る
の
議
）

○
誘
計
不
行
（
講
計
行
わ
れ
ず
〉
〔
法
人
、
邇
来
、

八
八
四
年
二

．
防
辺
賛
言

○
欽
使
会
議

○
襖
門
近
報

○
法
人
調
兵

○
法
増
兵
船

○
法
船
彙
述

八
八
四
年
二
日

○
欽
使
直
言
〔

必
ず
法
人
と

○
法
人
密
謀
（

○
法
軍
死
傷
銀

③
西
報
論
中
国

肯
ん
ぜ
ず
〕

ｏ
越
南
近
報
〔

八
八
四
年
一
月
二
十
一
日
（
光
緒
九
年
十
一
一
月
二
十
四
日
〉

◎
論
越
南
官
売
城
（
越
南
宮
の
城
を
完
る
を
論
ず
）

○
河
内
近
事
〔
法
人
疑
い
で
、
中
国
及
び
越
南
商
人
、

○
徒
労
往
返
〈
徒
に
往
返
を
労
す
）

国紀へとＦ－､月

事実法絶法四

月

〈
法
、
兵
船
を
増
す
）

〔
法
国
の
戦
艦
、
己
に
四
十
艘
あ
り
〕

〔
中
朝
欽
使
曽
襲
侯
、
咋
ご
ろ
法
国
外
務
大
臣
花
理
と
東
京
の
事
を
会
議
す
〕

〔
葡
国
、
深
く
兵
禍
を
恐
る
〕

法
便
、 日
（
光
緒
十
年
一
月
初
八
日
〉

人
果
し
て
兵
を
進
め
て
以
て
宣
泰

好
せ
ん
〕

人
、
密
か
に
謀
る
〉

曰
く
光
緒
十
年
一
月
初
六
日
〉

ニー、

西
報
、己
に
順
化
に
在
り
て
衙
署
を
建
築
す
〕

中
国
の
事
を
論
ず
〉
〔
中
朝
必
ず
越
南
を
法
人
に
委
ね
る
を

行
事
甚
だ
験
す
べ
き
に
属
す
〕

北
寧
等
の
処
を
攻
め
れ
ば
、

暗
中
に
黒
旗
を
接
済
す
る
と
為
す
〕

中
国
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八
八
四
年
二

．
論
北
寧
戦

○
華
兵
紀
略

○
立
言
能
持

暑
中
の
随

八
八
四
年
三
月
六
日
〈
光
緒
十
年
二
月
初
九
日
〉

③
西
報
論
時
事
（
西
報
、
時
事
を
論
ず
）
〔
法
兵
、

八
八
四
年
二
月
二

○
越
南
戦
務
近
述

八
八
四
年
一
一
月
一
一
十
五
日
（
光
緒
十
年
一
月
二
十
九
日
）

○
東
京
近
間
〔
法
国
将
軍
、
親
ら
大
軍
を
率
い
て
河
内
よ
り
往
く
〕

○
海
防
郵
報
〔
貿
易
場
中
、
頗
る
冷
淡
を
形
す
〕

八
八
四
年
二
月
十
一
日
（
光
緒
十
年
一
月
十
五
日
〉

◎
論
辨
理
中
外
交
渉
事
〈
中
外
交
渉
を
雛
理
す
る
の
事
を
論
ず
〉

○
快
事
快
述
〔
雲
貴
総
督
、
劉
永
福
と
僧
同
し
、
法
人
と
開
仗
す
〕

○
河
内
近
報
〔
現
時
、
宣
泰
は
甚
だ
平
静
た
り
〕

○
海
防
近
報
〔
法
人
、
現
に
海
防
に
在
り
て
煤
炭
を
貯
積
す
る
こ
と
甚
だ
多
し
〕

○
法
船
損
壊

八
八
四
年
二
月
七
日
〈
光
緒
十
年
一
月
十
一
日
）

◎
論
海
戦
宜
募
私
巣
〈
海
戦
は
宜
し
く
私
巣
を
募
る
べ
き
を
論
ず
）

○
法
人
專
利
（
法
人
、
利
を
専
ら
に
す
）

○
海
防
郵
報
〔
海
防
に
付
近
す
る
の
各
処
は
、
均
し
く
賊
匪
あ
り
〕

○
天
津
近
報
〔
中
朝
の
意
は
価
お
法
人
と
決
裂
す
る
を
欲
せ
ず
〕

○
哩
垣
項
録
〔
沙
基
の
一
事
、
中
朝
已
に
賠
償
を
允
す
〕

大
体
〈
立
言
は
能
く
大
体
を
持
す
）
〔
探
訪
人
、

貴
と
会
晤
し
、
越
南
の
事
に
談
及
す
〕

月
一
一
十
九
日
（
光
緒
十
年
二
月
初
一
一
一
日
〉

務
当
専
用
黒
旗
〈
北
寧
の
戦
務
に
は
当
に
専
ら
黒
旗
を
用
う
べ
き
を
論
ず
）

十
七
日

〆へ

光
緒
十
年

月
初

●

日
、￣

現
に
己
に
尽
く
東
京
に
集
ま
り
て
冊

英
国
に
在
り
て
中
朝
欽
使
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八
八
四
年
三

．
商
務
近
諭

八
八
四
年
三
月
十

○
法
人
攻
北
寧
信

○
言
不
足
億
（
言

交
し
、
越
南
は

し
む
る
あ
り
〕

○
禁
封
口
岸
〈
口

艘
の
来
往
す
る

八
八
四
年
一
一
一
月
十
日
〈
光
緒
十
年
一
一
月
十
三
日
）

◎
論
中
国
購
造
戦
艦
（
中
国
戦
艦
を
購
造
す
る
を
論
ず
〉

○
璽
垣
近
事
〔
恵
州
の
客
民
乱
を
作
す
の
事
、
甚
だ
噺
か
な
り
〕

○
東
京
近
報
〔
法
将
軍
、
紅
河
の
水
張
る
を
僕
ち
て
以
て
進
み
て
北
寧
を
窺
う
と
言
う
〕

八
八
四
年
一
一
一
月
八
日
〈
光
緒
十
年
二
月
十
一
日
〉

◎
論
靖
内
乱
（
内
乱
を
靖
ん
ず
る
を
論
ず
〉

○
法
国
近
報
〔
法
廷
の
志
は
必
ず
退
す
る
に
在
り
〕

○
謡
言
可
悪
〈
謡
言
、
悪
む
く
し
〉
〔
三
合
会
匪
は
新
安
県
に
在
り
て
偶
乱
す
〕

八
八
四
年
三
月
七

○
決
計
用
兵
〈
計

現
に
法
人
強
を

せ
ん
と
決
意
す
、

○
土
匪
滋
乱
述
聞

お
持
重
す
〕

○
法
兵
赴
越
（月
十
四
日
（
光
緒
十
年

法

二
日
（
光
緒
十
年
二
月
十
五
日
）

息
（
法
人
の
北
寧
を
攻
め
る
の
信
息
）

、
信
ず
る
に
足
ら
ず
〉
〔
越
南
王
、
現
に
文
書
も
て
各
省
の
総
督
に
発

已
に
法
国
を
保
護
主
と
為
し
、
復
た
中
国
の
藩
服
と
為
ら
ざ
る
を
知
ら

岸
を
禁
封
す
）

を
准
さ
ず
〕

へ’侍を日

±とみ用へ

匪一虐兵光

兵
、

趣
に
赴
く
）

緒
十
年
二
月
初
十
日
〉

に
決
す
〉
〔
天
津
よ
り
逓
到
せ
る
西
字
信
息
に
云
う
。
中
朝
は

一
と
蝉
に
し
、
欺
陵
大
だ
甚
だ
し
き
を
以
て
、
之
と
麗
場
に
従
事

の
初
意
は
本
、

〔
東
京
の
広
安
口
岸
は

月
十
七
日
）

東
京
へ
住
き
て
以
て
法
人
を
助
け
ん
と
欲
す
〕

月
十
五
日
よ
り
起
こ
し
て
船

3９３
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八
八
四
年
三
月
一
一
十

○
中
法
近
事
述
聞
〔

次
第
に
修
復
す
〕

○
法
軍
覆
敗
確
耗
（

八
八
四
年
一
一
一
月
二
十
五
日
〈
光
緒
十
年

○
近
間
彙
述
〔
北
寧
は
己
に
失
わ
る
〕

○
河
内
郵
報
〔
法
提
督
、
示
を
出
す
〕

○
台
湾
宥
備
（
台
湾
は
傭
あ
り
）

八
八
四
年
三
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
十
年
一
一
月
一
一
十
七
日
）

◎
答
客
間
（
客
の
問
に
答
う
）
〔
越
南
は
中
国
の
藩
服
た
る
に
、

た
れ
ば
、
自
ず
か
ら
勢
力
を
度
り
て
救
う
べ
し
〕

○
海
防
郵
報
〔
小
火
船
は
遂
に
海
賊
の
得
る
所
と
為
る
〕

八
八
四
年
三
月
一
一
十
一
一
日
（

◎
論
民
団
〈
民
団
を
論
ず
〉

○
調
停
越
事
〈
越
事
を
調
停

八
八
四
年
三
月
一
一
十
日
〈
光
緒
十
年
一
一
月
一
一
十
一
一
一
日
）

◎
論
北
寧
軍
報
〈
北
寧
の
軍
報
を
論
ず
〉

○
福
州
郵
報
〔
福
州
の
居
民
、
謡
言
四
起
す
〕

⑬
字
林
報
請
中
法
事
（
字
林
報
、
中
法
の
事
を
論
ず
〉

八
八
四
年
三
月
十
九
日
（
光
緒
十

．
論
禦
敵
〈
敵
を
禦
ぐ
を
論
ず
）

○
北
寧
戦
務
述
聞
〔
北
寧
は
己
に

八
八
四
年
三
月
十
七
日
（
光
緒
十
年
一
一
月
二
十
日
）

○
越
南
近
耗
〔
法
兵
の
海
東
に
在
り
て
駐
守
す
る
者
、

法
軍
覆
敗
す
る
の
確
耗
）

八
日
（
光
緒
十
年
三
月
初
二
日
〉

中
国
の
軍
兵
、
大
い
に
法
人
を
敗
り
、

停
す 光
緒
十
年

十
年

〉
〔 中
国
の
官
軍
の
為
に
克
復
さ
る
〕

美
邦
、 月
二
十
二
日

月 月

中
法
と
越
南
の
事
を
調
処
す
る
を
願
い
出
づ
〕

十
八
日
）

十
五
日
） ～二

甚
だ
衆
し
〕

己
に
宣
泰
及
び
北
寧
を
将
て

今
法
人
の
侵
占
を
被
り

3９４



一
八
八
四
年
一
一
一
月
一
一
一
十
一
日
（
光
緒
十
年
三
月
初
五
日
）

○
北
寧
確
耗
〔
北
寧
の
役
、
実
は
中
国
の
防
軍
、
大
い
に
法
人
を
敗
る
な
り
〕

○
勝
法
電
音
（
法
に
勝
つ
の
電
音
）

③
劉
提
督
戦
書

八
八
四
年
四
月
七
日
〈
光
緒
十
年

八
八
四
年
四
月
五
日
〈
光
緒
十
年
三
月
初
十
日
〉

○
裁
兵
防
守
〈
兵
を
載
せ
て
防
守
す
）
〔
二
輪
船
、
天
津
よ
り
軍
兵
を
戦
有
し
、

甚
だ
多
く
、
沿
海
の
各
島
に
住
き
て
駐
紮
し
、
以
て
防
守
に
資
せ
し
む
〕

八
八
四
年
四
月
四
日
（
光
緒
十
年
三
月
初
九
日
〉

○
析
津
郵
音
〔
李
傅
相
、
外
国
よ
り
借
賃
せ
ん
と
欲
す
〕

○
馴
備
一
説
〈
聯
か
備
わ
る
の
一
説
）
〔
法
国
の
提
督
、
己
に
北
寧
に
回
る
〕

八
八
四
年
四
月
一
一
日
（
光
緒
十
年
三
月
初
七
日
）

◎
論
法
人
窮
兵
〈
法
人
兵
に
窮
す
る
を
論
ず
〉

○
教
民
被
裁
く
教
民
、
戦
を
被
る
〉
〔
越
南
の
武
員
、

○
河
内
近
事
続
聞
〔
法
船
、
駛
し
て
北
寧
に
赴
く
〕

○
海
防
近
報
〔
法
人
、
利
を
ら
ず
〕

八
八
四
年
四
月
一
日
〈
光
緒
十
年
三
月
初
六
日
）

◎
論
劉
提
督
募
苗
禦
敵
（
割
提
督
の
苗
を
募
り
て
敵
を
蕊
ぐ
を
論
ず
）

○
台
湾
郵
音
〔
官
員
、
防
務
を
薄
弁
す
る
に
急
な
り
〕

○
調
兵
禦
敵
〈
調
兵
し
て
敵
を
蕊
ぐ
）

八
八
四
年
三
月
一
一
十
九
日
（
光
緒
十
年

◎
禦
法
管
見
（
法
を
蕊
ぐ
の
管
見
）

○
法
兵
赴
越
〈
法
兵
、
趣
に
赴
く
〉

月
十

月
初

日
－戸

日
、－〆

教
民
を
捕
食
す

￣'

数
た
る

３９５



○
誰
計
難
成
（
講
計
成
り
難
し
〉
〔
法
軍
、
北
寧
に
進
攻
す
る
の
時
、
計
謀
を
設
有
し
、

中
国
の
防
軍
を
将
て
首
尾
裁
撃
し
、
以
て
勝
仗
を
全
獲
せ
ん
と
期
す
〕

一
八
八
四
年
四
月
十
一
一
日
（
光
緒
十
年
三
月
十
七
日
）

○
倫
敦
郵
音
〔
東
京
の
事
に
因
り
、
未
だ
鴉
片
税
遼
条
約
を
商
議
せ
ず
〕

八
八
四
年
四
月
九
日
〈
光
緒
十
年
三
月
十
四
日
）

◎
論
防
軍
退
守
諒
山
（
防
軍
退
き
て
諒
山
を
守
る
を
諸
ず
〉

○
東
京
近
報
〔
法
国
将
軍
、
己
に
海
東
に
回
る
〕

○
教
民
被
裁
く
教
民
、
教
を
被
る
）

○
上
海
近
報
〔
中
朝
、
将
に
法
人
と
和
を
議
せ
ん
と
す
〕

八
八
四
年
四
月
八
日
（
光
緒
十
年
三
月
十
一
一
一
日
）

◎
論
禦
敬
与
劉
賊
不
同
（
敵
を
禦
ぐ
と
賊
を
剰
す
る
と
は
同
じ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
〉

○
法
国
近
報
〔
法
国
の
外
務
大
臣
、
越
南
和
約
を
将
て
妥
く
商
改
を
為
す
を
允
す
〕

○
章
兵
壊
散
〔
塁
西
、
防
軍
は
何
故
な
る
や
を
知
ら
ざ
る
も
、
紛
紛
と
し
て
壇
散
す
〕

○
中
国
戦
勝
続
聞

○
法
国
郵
音
〔
法
国
、
新
た
に
砲
船
を
建
り
、
越
南
の
法
軍
に
交
与
す
〕

○
西
貢
郵
音
〔
法
国
提
督
、
・
朗
松
を
探
察
す
〕

八
八
四
年
四
月
十
日
〈
光
緒
十

．
論
兵
壊
〈
兵
壊
す
る
を
論
ず

○
誰
計
難
成
（
講
計
成
り
難
し

中
国
の
防
軍
を
将
て
首
尾
裁

八
八
四
年
四
月
十
九
日
（
光
緒
十
年
三
月
二
十
四
日
）

◎
論
中
国
民
心
大
可
用
（
中
国
の
民
心
は
大
い
に
用
う
べ
き
を
諸
ず
）

○
法
人
大
言
〔
法
軍
、
将
に
中
国
の
口
岸
を
攻
奪
せ
ん
と
す
〕

八
八
四
年
四
月
一
一
十
三
日
（
光
緒
十
年
一
一
一
月
一
一
十
八
日
）

◎
擬
杜
牧
罪
言
一
（
杜
牧
の
罪
言
に
擬
す
る
の
一
）

○
輿
化
失
守
続
聞
く
輿
化
守
を
失
う
の
続
聞
〉

撃一一 年

月
十
五
日
〉

3９６



八
八
四
年
五
月

八
八
四
年
四
月
二
十
五
日
〈
光
緒
十
年
四
月
初
一
日
）

◎
擬
杜
牧
罪
言
三
（
杜
牧
の
罪
言
に
擬
す
る
の
一
一
一
）

○
軍
功
請
奨
〈
軍
功
も
て
奨
を
請
う
〉

○
法
員
回
国
（
法
員
、
国
に
回
る
〉

○
華
船
到
英
〈
華
船
、
英
に
到
る
）

○
法
国
近
報
〔
法
国
の
軍
船
、
東
京
に
前
赴
す
〕

○
天
津
近
報
〔
衆
口
辞
を
同
じ
く
し
、
甚
だ
憤
激
を
形
す
〕

八
八
四
年
四
月
二
十
四
日
（
光
緒
十
年
一
一
一
月
一
一
十
九
日
）

◎
擬
杜
牧
罪
言
一
一
（
杜
牧
の
罪
言
に
擬
す
る
の
二
〉

○
天
津
近
報
〔
御
史
六
人
、
具
疏
し
て
李
伯
相
を
劾
す
〕

○
履
門
近
報
〔
近
ご
ろ
忽
ち
傳
う
。
法
人
、
或
は
金
陵
を
攻
め
、
或
は
天
津
を
窺
う
、
と
〕

○
軍
装
北
上
〔
中
国
の
官
憲
、
現
に
皆
陸
続
と
し
て
軍
装
を
運
載
し
、
各
処
に
分
派
し
、

地
方
を
防
守
す
〕

○
遺
兵
駐
防
（
兵
を
遣
し
て
駐
防
せ
し
む
〉

八
八
四
年
四
月
二
十
八
日
（
光
緒
十
年
四
月
初
四
日
）

◎
擬
杜
牧
罪
言
五
（
杜
牧
の
罪
言
に
擬
す
る
の
五
）

○
京
部
近
耗
〔
李
伯
相
、
上
諭
を
奉
じ
て
海
防
の
事
宜
を
篝
弁
す
〕

○
法
人
待
横
〈
法
人
、
横
を
侍
む
）
〔
法
人
、
台
に
在
る
の
華
人
と
藍
だ
齪
蛎
を
形
す
〕

八
八
四
年
四
月
二
十
六
日
（
光
緒
十
年
四
月
初
二
日
）

◎
擬
杜
牧
罪
言
四
（
杜
牧
の
罪
言
に
擬
す
る
の
四
）

○
越
南
現
無
消
〈
越
南
、
現
に
梢
な
し
）

Ｏ
教
人
按
識
（
教
人
、
談
を
被
る
）

○
西
報
辮
訓
（
西
報
、
誰
を
癖
ず
）

事
は
、
訓
傳
に
属
す
〕

日
（
光
緒
十
年
四
月
初
七
日
）

へ

法
人
、

葡
と
約
を
立
て
、

璽
垣
を
窺
伺
す
る
の
一

３９７



一
八
八
四
年
五
月

八
八
四
年
五
月
二
十
二
日
（
光
緒
十
年
四
月
一
一
十
八
日
）

○
立
約
続
聞
〔
李
伯
相
、
法
国
全
権
大
臣
と
和
約
を
将
て
篭
押
す
〕

○
電
傳
和
耗
（
電
、
和
耗
を
傳
う
）

○
武
備
不
敢
廃
弛
（
武
備
は
敢
え
て
廃
弛
せ
ず
）

○
越
南
戦
務
補
述

八
八
四
年
五
月
二
十
一
日
（
光
緒
十
年
四
月
二
十
七
日
〉

○
電
傳
和
約
〈
電
、
和
約
を
博
う
）

○
東
京
近
報
〔
法
兵
、
昼
夜
巡
羅
す
〕

○
法
国
近
報
〔
法
廷
、
巴
那
達
を
派
し
て
中
国
に
前
赴
せ
し
む
〕

八
八
四
年
五
月
九
日
（
光
緒
十
年
四
月
十
五
日
）

○
法
人
図
越
有
壊
商
務
（
法
人
、
趣
を
図
り
て
商
務
を
壊
す
る
あ
り
）

八
八
四
年
五
月
十

○
中
法
和
議
続
聞

○
福
州
郵
報
〔
法

○
汕
頭
近
報
〔
募

○
議
和
確
耗

八
八
四
年
五
月
五
日
（
光
緒
十
年
四
月
十
一
日
〉

○
上
海
近
報
〔
滋
事
の
徒
、
謡
言
を
造
作
す
〕

○
電
音
〔
欽
使
の
李
君
丹
崖
、
現
に
法
国
に
調
性
す
る
の
耗
あ
り
〕

◎
擬
杜
牧
罪
言
六
〈
杜
牧
の
罪
言
に
擬
す
る
の
六
）

○
鎮
江
近
報
〔
中
法
の
東
京
の
役
に
因
り
、
商
貿
前
ま
ず
〕

○
天
津
近
報
〔
李
伯
相
電
翰
款
を
以
て
和
を
求
む
る
は
、
国
を
辱
し
む
る
こ
と
実
に
甚
だ

し
〕

人
已
に
福
州
に
到
り
、
形
勢
を
探
悉
す
〕

り
て
新
兵
あ
り
、
日
夕
操
練
す
〕

七
日
〈
光
緒
十
年
四
月

十
六
日
（
光
緒
十
年
五
月
初

十

日
、￣

日
、￣

3９８



一
八
八
四
年
六
月
二
十
六
日
（
光
緒
十
年
閏
五
月
初
四
日
）

○
和
約
有
成
（
和
約
、
成
る
あ
り
）

○
有
備
無
患
（
傭
あ
れ
ば
患
な
し
）
〔
内
地
の
諸
省
は
陸
続
と
し
て
兵
勇
を
召
募
す
〕

八
八
四
年
六
月
三
十
日
〈
光
緒
十
年
間
五
月
初
八
日
〉

○
都
察
院
各
道
御
史
会
議
和
局
奏
稿
〈
都
察
院
の
各
道
の
御
史
、

○
電
音
〔
華
兵
四
千
、
法
兵
七
百
を
攻
撃
す
〕

○
中
法
近
間
〔
中
法
の
両
軍
、
蘭
桑
に
在
り
て
交
兵
す
〕

八
八
四
年
六
月
一
一
十
五
日
（
光
緒
十
年
閏
五
月
初
三
日
〉

○
海
防
近
聞
〔
法
人
、
東
京
地
方
に
於
て
、
税
飽
を
徴
収
す
〕

八
八
四
年
六
月
二

⑬
法
越
交
兵
記
序

○
法
兵
離
越
（
法

○
法
使
行
践
〔
十

○
老
成
謀
国
（
老

八
八
四
年
六
月
十
一
日
〈
光
緒
十
年
五
月
十
八
日
）

○
汕
頭
近
報
〔
皆
憤
激
し
て
戦
わ
ん
と
欲
す
る
の
心
あ
り
〕

○
軍
兵
赴
閏
（
軍
兵
、
閏
に
赴
く
〉

○
越
事
可
慨
（
越
事
、
慨
す
べ
し
）
〔
法
国
、
昨
ど
ら
専
定
の
越
南
の
条
約
を
以
て
、

し
て
越
王
に
示
す
に
、
趣
王
已
に
奈
ん
と
も
す
る
な
く
、
傭
首
聴
命
す
る
の
み
〕

八
八
四
年
六
月
二
十
一
日
〈
光
緒
十
年
五
月
一
一
十
八
日
）

○
越
南
近
事
〔
新
訂
の
和
約
に
、
法
国
の
新
公
使
及
び
越
王
、

○
軍
船
赴
越
（
軍
船
、
趣
に
赴
く
）

○
津
門
郵
音
〔
主
戦
の
諸
臣
、

兵
、
越
を
雛
る
）

九
日
、
己
に
行
き
て
海
防
に
抵
る
〕

成
国
を
謀
る
）
〔
各
砲
台
は
均
し
く
須
ら
く
修
築
す
べ
し
〕

十
日
（
光
緒
十
年
五
月

冊
お
不
平
あ
り
〕

十
七
日
）

画
押
す

和
局
の
奏
稿
を
会
議
す
）

￣'

侍
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八
八
四
年
七
月
十
一
日
〈
光
緒
十

．
続
墨
言
〔
今
日
、
法
人
を
攻
め

め
て
短
を
避
け
長
を
用
う
ぺ
し

○
東
京
近
聞
〔
法
人
の
欺
詐
掩
飾

○
金
陵
近
間
〔
曽
爵
帥
、
砲
台
を

○
風
声
鶴
嘱

八
八
四
年
七
月
十
五
日

◎
続
錫
言
〔
海
防
の
経

き
に
属
す
〕

八
八
四
年
七
月
九
日
（

◎
続
毎
言
〔
霜
に
以
為

息
に
千
里
す
〕

⑬
西
報
論
法
事
〈
西
報
、

○
東
京
近
間
〔
法
箪
の

八
八
四
年
七
月
八
日
（
光
緒
十
年

◎
舞
言
〔
惟
だ
蚕
す
る
に
、
法
蘭

失
っ
て
回
ら
ざ
ら
ん
と
志
す
〕

○
電
音
〔
中
朝
の
欽
使
、
法
国
の

○
上
海
近
報
（
中
朝
、
撤
退
の
意

○
華
兵
来
璽
〈
華
兵
、
壇
に
来
る

八
八
四
年
七
月
七
日
（
光
緒
十
崔

①
照
録
甲
申
年
二
月
二
十
日
王
毛

侯
相
に
上
る
の
粟
を
照
録
す
）

○
普
天
同
憤
（
普
天
、
憤
り
を
百

む
〕

法
事
を
論
ず
〉
〔
諒
山
の
役
、
智
は
中
朝
に
在
り
〕

敗
耗
に
、
人
民
甚
だ
鼓
曝
を
為
す
〕

光
緒
十
年
閏
五
月
十
七
日
）

え
ら
く
、
近
今
の
時
局
は
昔
と
は
週
に
殊
る
。

（
光
緒
十
年
閏
五
月
一
一
十
三
日
）

費
、
た
と
え
借
を
議
し
揖
を
議
す
る
も
、

年
閏
五
月
十
五
日
）

方
伯
上
左
侯
相
票
（
甲
申
の
年

同
じ
く
す

外
務
大
臣
と
会
晤
す
〕

な
し
〕

）を
見
る
べ
し
〕

建
築
す
〕

閏
五
月
十
六
日
〉

西
は
巴
黎
よ
り
越
南
に
至
り
、

－ん年

閏
五
月
十
・
九
日
〉

と
欲
す
れ
ば
、
砲
火
の
強
陣
は
宜
し
く
散
列
し
て
方

、■〆

〔
法
の
兵
頭
、
顕
に
和
約
に
運
い
て
我
を
攻

月

ま
た
数
た
る
幾
ん
ど
な

師
を
労
し
館
を
廃
し
、

十
日
王
方
伯
の
左

道
路
の
遥
伝
は
藤
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八
八
四
年
七
月
十
八
日
（
光
緒
十
年
閏
五
月
二
十
六
日
）

③
続
録
前
稿
（
前
稿
を
続
録
す
）

○
福
州
近
間
〔
中
朝
、
兵
勇
を
増
還
し
、
槍
炮
を
操
演
せ
し
む
〕

○
東
京
近
間
〔
華
商
の
登
岸
す
る
を
准
さ
ず
、
市
面
減
色
す
〕

八
八
四
年
七
月
十
七
日
（
光
緒
十

⑲
前
任
督
憲
曽
大
人
操
憲
裕
大
人

○
法
人
巨
測
（
法
人
、
測
り
巨
し

○
決
書
己
至
（
決
書
己
に
至
る
〉

○
思
患
預
防
（
患
を
恩
い
て
預
め

○
開
兵
述
聞
〔
法
兵
、
華
人
を
駆

○
析
津
要
電
〔
赫
徳
、
匡
勒
貝
と

八
八
四
年
七
月

○
西
人
論
事
（

○
西
人
助
西
〈

○
時
事
日
亟
（

○
通
州
電
報
〔

と
告
知
す
〕

○
法
執
其
智
〈

断
断
と
し
て

在
り
と
為
す

八
八
四
年
七
月
二
十
一
日
〈
光
緒
十
年
閏
五
月
二
十
九
日
）

◎
続
錫
言
〔
槙
し
み
て
根
本
を
固
む
〕

○
上
海
電
音
〔
法
人
、
決
書
を
将
て
再
び
限
を
寛
む
〕

○
法
兵
難
移
（
法
兵
、
移
し
難
し
〉

○
福
州
近
間
〔
華
官
、
海
防
を
篝
弁
し
、
兵
勇
を
訓
練
す
〕

○
伝
聞
未
確
〈
伝
聞
、
未
だ
確
か
な
ら
ず
）
．

法
、
そ
の
巻
を
執
る
）
〔
日
来
、
中
西
の
各
人
は
諒
山
の
一
役
に
於
て
、

聚
訟
す
。
西
人
は
以
て
曲
は
華
に
在
り
と
為
し
、
華
人
は
以
て
曲
は
法
に

〕 二
十
四
日
〈
光
緒
十
年
六
月
初
三
日
）

西
人
、
事
を
論
ず
）
〔
法
人
の
議
に
聴
従
し
軍
飽
を
賠
す
る
を
允
す
べ
し
〕

西
人
は
西
を
助
く
）
〔
西
人
の
一
書
、
語
は
法
を
揚
げ
て
華
を
仰
う
〕

時
事
日
に
亜
か
な
り
）
〔
法
国
、
兵
費
を
償
す
る
を
索
む
〕

中
朝
、
所
有
る
兵
費
を
償
す
ろ
を
索
む
る
の
拳
は
磯
あ
り
て
照
行
し
難
し

防
ぐ
）

逐
す
る
に
急
に
し
て
以
て
肇
鷲
を
致
す
〕

晤
談
す
、
大
約
中
法
の
事
た
り
〕

年
閏
五
月
二
十
五
日
）

奏
稿
（
前
任
の
督
憲
曽
大
人

）
擬
憲
裕
大
人
の
奏
稿
）
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八
八
四
年
八
月
十
三
日
（
光
緒
十
年
六
月
二
十
一
一
一
日
）

○
恭
邸
謀
疏
（
恭
邸
の
謀
は
疏
な
り
）

⑨
西
報
論
戦
事
〈
録
瀝
報
〉
（
西
報
、
戦
事
を
論
ず
）

八
八
四
年
八
月
十
二
日
（
光
緒
十

⑨
総
署
照
会
各
公
使
公
文
照
録
（

○
越
事
新
信
〔
興
化
の
法
兵
、
連

③
聖
旨
恭
録
（
聖
旨
を
恭
録
す
）

○
勁
節
可
風
〈
勁
節
風
す
べ
し
）

欲
す
れ
ば
戦
後
に
相
い
見
え
ん

八
八
四
年
八
月
八
日
〈
光
緒
十
年
六
月
十
八
日
）

○
民
之
訓
言
〔
福
州
は
現
に
法
人
と
開
仗
す
〕

⑲
老
成
深
識
〈
老
成
、
深
く
譲
る
）
〔
彰
雪
琴
の
何
小
宋
に
致
す
の
一
書
〕

八
八
四
年
八
月
七
日
〈
光
緒
十
年
六
月
十
一
日
）

○
東
京
近
間
〔
諒
山
の
役
、
真
に
確
か
な
り
〕

八
八
四
年
七

⑭
劉
軍
述
略

○
鎮
江
近
聞

○
天
津
要
電

○
福
州
電
音

○
上
海
亀
音

○
思
患
預
防

八
八
四
年
七
月
二
十
六
日
（
光
緒
十
年
六
月
初
五
日
〉

③
論
中
法
戦
機
〈
録
漏
報
〉
（
中
法
の
．
戦
機
を
論
ず
）

○
福
州
近
耗
〔
福
州
の
事
勢
は
更
に
急
切
な
る
を
覚
ゆ
〕

○
羊
城
近
聞
〔
人
心
を
鼓
喫
し
、
之
を
し
て
西
人
を
殺
籔
せ
し
む
〕

月

〔
兵
勇
、
陸
続
と
し
て
至
る
〕

〔
中
国
の
用
、
つ
る
所
の
西
人
は
皆
已
に
辞
職
す
〕

〔
福
州
は
業
に
己
に
口
を
封
ず
〕

〔
法
国
の
索
む
る
所
の
賠
款
は
共
に
二
百
五
十
萬
枚
仏
簡
士
な
り
〕

（
患
を
恩
い
て
預
め
防
ぐ
）

￣

十
日
（
光
緒
十
年

年
六
月
二
十
二
日
）

総
署
の
各
公
使
に
照
会
す
る
の
公
文
の
照
録
〉

戦
利
せ
ず
〕

〔
張
幼
帥
、
法
提
督
に
謂
い
て
云
う
。

こ
と
を
請
う
、
と
〕

六

月
初
九
日

～ジ

如
し
戦
わ
ん
と
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一
八
八
四
年
八
月
十
六
日
（
光
緒
十
年
六
月
一
一
十
六
日
）

○
沙
局
近
間
〔
局
内
和
せ
ず
し
て
以
て
瀞
理
協
わ
ざ
る
を
致
す
〕

○
海
防
近
聞
〔
華
越
人
、
扶
良
鎖
を
攻
撃
す
〕

○
基
陸
続
間
〔
法
国
の
戦
船
、
基
隆
に
到
る
〕

○
淡
水
近
間
〔
華
共
、
淡
水
の
河
口
に
在
り
て
多
く
水
雷
砲
を
置
く
〕

○
汕
頭
近
聞
〔
福
州
、
己
に
法
人
の
拠
る
所
と
為
る
〕

○
屡
門
郵
音
〔
英
美
朝
廷
、
中
朝
に
代
わ
り
て
銀
を
出
し
て
以
て
償
せ
ん
こ
と
を
願
う
〕

八
八
四
年
八

○
基
隆
確
耗

○
決
戦
電
音

○
基
陸
続
間

○．八

査ず論八

閲一中四

八
八
四
年
八

．
主
客
叢
言

○
法
軍
敗
耗

○
海
口
近
聞

○
東
京
近
耗

○
津
門
近
事

拒
ば
ま
ん

○
議
和
電
音

○
法
人
狡
計

○
枢
廷
密
議

○
上
海
郵
音

水
師

年
八
月
十
四
日
（
光
緒
十
年
六
月
二
十
四
日
）

国
此
時
機
会
不
可
不
戦
（
中
国
は
此
の
時
の
機
会
に
戦
わ
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
を
論

月
十
八
日
（
光
緒
十
年
六
月

〔
法
船
、
基
隆
を
攻
打
す
〕

月
十
五
日
（
光
緒
十
年
六
月
二
十
五
日
〉

〔
今
日
の
謀
議
、
偶
々
狼
貧
を
誤
る
〕

〔
越
王
試
さ
れ
、
巳
に
計
海
口
に
至
る
〕

〔
噂
の
華
共
、
東
京
に
進
攻
す
〕

〔
中
国
の
義
士
、
出
し
て
掲
帖
あ
り
、
匪
徒
に
暫
時
帰
順
し
て
以
て
法
人
を

こ
と
を
動
む
る
あ
り
〕

〔
基
隆
砲
台
、

戸一、 ｡－，'－１

水
師
を

大
部
、

広
東

査
閲
す

戦
を
以
て
是
と
為
す
者
多
き
に
居
る
〕

雲
南
の
東
京
に
駐
す
る
の
華
兵
、
現
に
中
国
に
撤
回
す
〕

尽
く
設
壊
を
行
う
〕

■￣

十
八
日
）
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八
八
四
年
八
月
二
十
五
日
〈
光
緒
十
年
七
月
初
五
日
）

◎
講
中
朝
勝
法
情
形
（
中
朝
の
法
に
勝
つ
の
惰
形
を
論
ず
）

○
東
京
近
聞
〔
法
軍
、
住
き
て
諒
山
に
拠
る
〕

○
法
員
述
諒
山
事
〈
法
員
、
諒
山
の
事
を
述
ぷ
）

○
法
人
調
兵

八
八
四
年
八
月
一
一
十
一
一
一
日
（
光
緒
十
年
七
月
初
三
日
）

○
海
防
近
耗
〔
法
の
兵
餉
匿
し
き
を
告
ぐ
〕

○
福
州
郵
音
〔
華
商
の
店
戸
、
愁
遷
を
停
止
す
〕

○
中
法
近
聞
〔
中
法
二
軍
、
皆
預
め
戦
に
傭
う
〕

八
八
四
年
八
月
二
十
二
日
（
光
緒
十

．
論
漠
好
当
謙
（
漢
好
は
当
に
珠
す

○
郷
人
罵
敵
（
郷
人
、
敵
を
罵
る
）

○
中
法
近
間
〔
法
人
、
陰
に
読
計
を

○
思
決
一
戦
〈
一
戦
を
決
せ
ん
と
思

○
璽
垣
近
事
〔
兵
勇
を
召
募
し
て
以

八
八
四
年
八
月
十
九
日
（
光
繕

◎
論
不
戦
必
不
能
和
〈
戦
わ
ざ

○
義
憤
同
深
（
義
憤
同
一
に
深
く

○
局
外
公
評
〔
諒
山
の
一
役
、

○
中
国
索
館
（
中
国
は
館
を
索

○
上
海
電
音
〔
戦
を
決
意
す
〕

○
中
法
近
間
〔
中
国
は
己
に
開

○
福
州
近
間
〔
法
人
、
羅
星
塔

○
如
見
其
人
（
そ
の
人
を
見
る

○
福
州
近
間
〔
法
国
の
戦
船
、

○
羊
城
防
務

緒
十
年
六
月
二
十
九
日
）

ざ
れ
ぱ
必
ず
和
す
る
能
わ
ざ
る
を
論
ず
）

く
す
〉

事
は
倉
卒
に
起
こ
る
〕

索
む
）

仗
を
明
言
し
て
法
人
を
攻
む
〕

の
軍
装
局
を
攻
む
〕

如
し
）
〔
劉
永
福
は
中
国
の
義
民
た
り
〕

随
要
の
処
に
泊
す
〕

十
年
七
月
初
二
日
）

す
べ
き
を
論
ず
〉

行
わ
ん
と
欲
す
〕

、
っ
〉

て
防
守
に
資
す
〕
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一
八
八
四
年
八
月
二
十
九
日
〈
光
緒
十
年
七
月
初
九
日
〉

◎
義
団
賛
言
〔
諒
山
の
一
役
、
基
隆
の
事
、
法
人
責
に
甘
ん
じ
て
戎
首
と
為
る
〕

○
璽
垣
近
間
〔
生
息
銀
号
、
未
だ
収
あ
り
て
放
な
き
を
免
れ
ず
〕

○
選
居
罹
禍
〈
居
を
遷
し
て
禍
に
罹
る
）

○
海
防
加
厳
〈
海
防
は
厳
を
加
う
〉

八
八
四
年
八
月
三
十
日
〈
光
緒
十
年
七
月
初
十
日
〉

○
福
電
蕊
訳
〔
羅
星
塔
の
外
、
法
人
砲
を
用
い
て
遍
撃
す
〕

○
間
戦
続
電
〔
法
寛
に
我
が
不
意
に
出
て
、
先
に
開
砲
を
行
う
〕

八
八
四
年
八

．
論
軍
情
電

③
照
録
越
南

爵
帥
の
郷

○
法
人
敗
信

○
華
人
好
義

○
忠
義
債
発

○
履
門
近
聞

○
封
禁
口
岸

○
馬
江
形
勢

八
八
四
年
八
月
二
十

○
基
陸
戦
事
続
聞
〔

○
傍
観
憤
激

○
台
防
得
人
（
台
防

○
駆
法
伝
聞
（
法
を

○
汕
頭
近
間
〔
防
守

○
厘
門
近
聞
〔
贋
門

○
法
軍
敗
耗

〔
華
人
多
く
内
地
に
遷
入
し
て
以
て
兵
火
を
避
く
〕

続
聞
〈
口
岸
を
封
禁
す
る
の
続
聞
・
）

月
二
十
七
日
（
光
緒
十
年
七
月
初
七
日
）

音
難
得
確
実
（
軍
情
の
電
音
は
砺
実
を
得
る
こ
と
難
き
を
論
ず
〉

一
一
一
宣
提
督
義
良
男
劉
淵
亭
爵
帥
覆
郷
友
書
（
越
南
一
一
一
宣
提
督
義
良
男
劉
淵
亭

友
に
覆
す
ろ
の
書
を
照
録
す
〉

（
法
人
敗
る
る
の
信
）

〈
華
人
、
義
を
好
む
）
〔
各
処
に
薄
指
す
〕

台
防
に
人
を
得
る

法
を
駆
う
の
伝
聞

防
守
を
厳
に
す
〕

贋
門
の
土
人
、
尚

六
日
（
光
・
緒
十
年
七
月
初
六
日
）

基
隆
、
六
月
の
初
句
に
於
て
、
先
に
法
の
兵
船
あ
り
〕

お
紛
紛
と
し
て
遷
徒
す
〕

、■〆－プ
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八
八
四
年
九
月
四
日
〈
光
緒
十
崔

○
西
友
述
福
戦
（
西
友
、
福
戦
全

国
の
兵
船
、
羅
星
塔
に
大
戦
一

○
再
述
福
戦
（
福
戦
を
再
述
す
）

○
一
一
一
述
福
戦
〈
福
戦
を
三
述
す
）

③
憲
示
照
登
（
憲
示
を
照
登
す
）

八
八
四
年
九

．
錫
蕊
末
議

○
電
音
彙
録

○
軍
政
一
新

○
法
人
巨
測

て
消
息
な

○
法
人
収
怨

八
八
四
年

○
京
電
已

○
越
南
近

○
法
不
攻

○
台
湾
近

見
る
〕

○
害
及
牲

○
袖
手
秀

○
雲
間
防
密

○
別
有
見
地

○
福
州
電
音

○
中
国
捷
音

○
欽
使
離
法

○
法
人
出
境

年
九
月
一
日
（
光
緒
十
年
七
月
十
二
日
）

已
通
（
京
電
、
己
に
通
ず
）

近
聞
〔
越
人
、
法
官
を
延
請
し
て
之
が
為
に
王
を
立
て
た
り
〕

攻
瀝
〈
法
、
糖
を
攻
め
ず
）

近
間
〔
六
月
二
十
一
”
白
晩
、
大
砲
台
を
駐
守
す
る
の
兵
、
忽
ち
海
中
に
火
あ
る
を

口
（
害
は
牲
口
に
及
ぶ
〉

観

〈
法
人
、

し
〕

〈
法
人
、

月
一
一
日
（
光
緒
十
年
七
月
十
三
日
）

〔
鳴
呼
、
中
法
の
禍
は
今
日
に
至
り
て
亜
れ
り
〕

〔
西
人
多
く
法
人
を
怨
む
〕

〈
別
に
見
地
あ
り
）

〔
閏
河
の
所
有
る
砲
台
は
、

グヘ－、

欽
使
、

法
人
、

測
り
厄
し
）

怨
を
収
む
）

法
を
龍
る
）

●境
を
出
る
）

年
七
月
十
五
日
）

を
述
ぷ
〉
〔
初
三
の
下
午
一
点
五
十
分
鐘
の
時
、

す
〕

〔
此
の
次
、

〔
法
国
の
戦
船
、

現
に
経
に
法
人
盗
設
す
〕

法
国
貴
横
無
理
に
し
て
、

福
州
を
攻
め
る
の
後
よ
り
、

先
に
兵
戈
を
啓

中
法
両 絶

､

え

４０６



一
八
八
四
年
九
月
八
日
（
光
緒
十
年
七
月
十
九
日
〉

◎
論
理
民
選
徒
之
非
（
噂
民
遷
徒
す
る
の
非
を
論
ず
）

○
上
海
電
音
〔
中
朝
已
に
開
仗
を
明
言
す
〕

○
児
女
英
雄
〔
二
盗
と
交
撃
す
〕

八
八
四
年
九
月
十
一
日
（
光
緒
十
年
七
月
二
十
二
日
〉

○
軍
務
密
電
〔
法
人
遣
便
し
て
台
湾
を
割
か
．
ん
こ
と
を
要
求
す
〕

人
八
四
年
九

○
間
戦
続
述

○
教
人
殆
哉

○
海
口
近
間

○
法
船
受
傷

こ
と
を
稟

圏
照
録
法
官

○
資
敵
可
悪

八
八
四
年
九
月
六
日
〈
光
緒
十
年
七
月
十
七
日
）

⑨
総
署
照
会
華
文
原
稿
（
総
署
の
照
会
せ
る
華
文
の
原
稿
）

○
福
州
近
間
〔
法
人
、
開
仗
し
て
福
州
を
攻
む
〕

○
戦
事
続
開
〔
船
沈
む
こ
と
甚
だ
多
し
〕

○
頂
門
電
音
〔
法
国
の
戦
船
、
駛
し
て
基
隆
に
往
く
〕

八
八
四

．
微
員

ず
〕

○
零
垣

○
捷
報 く

｡

近
事
〔
居
民
、

先
声

年
九
月
九
日
（
光
緒
十
年
七
月
二
十
日
）

偉
請
〔
如
し
能
く
情
面
を
破
除
し
破
格
に
人
を
用
う
れ
ば
、

薄
海
の
臣
民
、

〈
教

〔
海

（
法

請
す

示
語

（
敵

月
五
日
（
光
緒
十
年
七
月
十
六
日
）

にヘー船南人

殆
う
き
か
を
）
〔
各
処
の
人
民
、
倶
に
鼓
喋
を
極
む
〕

の
人
民
、
愈
々
憤
激
を
形
す
〕

、
傷
を
受
く
）
〔
華
人
、
港
憲
に
法
船
の
襖
に
入
る
を
准
さ
さ
ら
ん

法
官
の
示
語
を
照
録
す
）

資
す
る
は
悪
む
ぺ
し
）

風
声
鶴
嘱
し
、

同
に
義
憤
を
深
く
す
〕

寝
鎖
安
か
ら
ず
〕

敵
傭
同
仇
し
難
か
ら
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八
八
四
年
九
月
十
七
日
（
光
緒

③
照
録
北
洋
大
臣
李
致
総
署
函

○
窺
破
狡
計
（
狡
計
を
窺
破
す

諸
い
て
保
護
せ
し
む
云
々
〕

○
間
中
近
間
〔
法
国
の
砲
船
は

八
八
四
年
九
月
十
六
日
（
光
緒
十
年
七
月
二
十
七
日
）

◎
裕
民
食
以
資
敵
擬
説
（
民
食
を
格
か
に
し
て
以
て
敵
慣
に
資
す
る
の
説
）

鰯
論
外
埠
華
民
示
（
外
埠
の
華
民
に
論
す
る
の
未
）

③
禁
設
教
堂
示
〈
教
堂
を
翌
つ
を
禁
ず
る
の
示
）

○
台
湾
近
間
〔
法
国
の
戦
船
は
基
隆
湾
に
在
り
て
泊
す
〕

○
勢
窮
力
篭
（
勢
窮
ま
り
力
篭
ま
る
〉

八
八
四
年
九

．
論
台
湾
近

○
倫
敦
電
音

○
広
篝
戦
艦

○
烟
台
防
務

八
八
四
年
九
月
十

○
基
陸
戦
事
詳
述

⑮
抄
録
広
東
雷
適

歌
を
抄
録
す
〉

○
東
京
捷
音

東
京
を
克

○
義
憤
同
盟

○
失
機
可
惜

○
思
患
預
防

〔
雲
南
の
岑
彦
卿
宮
保
、
兵
を
領
し
て
関
を
出
で
、

復
す
る
の
後
、
即
ち
に
河
内
等
の
城
に
至
る
〕

月
十
三
日
〈
光
緒
十
年
七
月
一
一
十
四
日
）

事
（
台
湾
の
近
事
を
論
ず
）

〔
法
廷
、
中
国
と
開
仗
す
る
と
明
言
す
〕

（
広
く
戦
艦
を
霧
る
）

（
機
を
失
う
は
惜
し
む
べ
し
）

〈
患
を
恩
い
て
預
め
防
ぐ
〉

道
王
灼
裳
観
察
勧
兵
歌
（
広
東
雷
瓊
道
王
灼
裳
観
察
の
兵
に
勧
む
る
の

曰
（
光
緒
十
年
七
月
二
十
三
日
）

十
年
七
月
二
十
八
日
〉

（
北
洋
大
臣
李
の
総
署
に
致
す
の
函
を
照
録
す
）

〉
〔
法
人
の
華
に
在
る
の
財
産
物
は
業
に
均
し
く
俄
人
に

己
に
間
江
に
退
出
す
．
〕

劉
淵
亭
軍
門
と
会
同
し
、

4０８



一
八
八
四
年
九
月
二
十
五
日
〈
光
緒
十
年
八
月
初
七
日
〉

◎
論
中
国
有
可
侍
之
民
心
〈
中
国
は
侍
む
べ
き
の
民
心
あ
る
を
論
ず
）

○
神
戸
近
報
〔
朝
鮮
に
駐
る
の
華
兵
、
城
を
雛
る
〕

八
八
四
年
九

．
練
水
師
以

○
民
心
憤
激

○
探
知
大
義

者
な
し
〕

○
台
北
近
間

○
伝
聞
大
謬

○
海
賊
椙
撒

八
八
四
年
九
月
十
九
日
（
光
緒
十

③
蕊
録
総
署
致
法
公
使
照
会
（
鎗

○
盗
賊
滋
蟻
〈
盗
賊
種
々
熾
ん
）

○
福
州
近
間
〔
法
船
、
北
に
向
い

○
忠
憤
可
嘉
（
忠
債
、
嘉
す
べ
し

○
白
門
秋
信
〔
法
船
、
回
り
て
東

八
八
四
年
九
月
二
十
二
日
〈
光
緒
十
年
八
月
初
四
日
）

○
台
湾
近
事
〔
法
の
兵
官
、
劉
爵
帥
に
拝
会
し
、
申
ね
て
割
地
の
一
事
を
言
う
〕

○
法
人
増
兵
（
法
人
、
兵
を
増
す
）

○
深
嫉
法
人
（
深
く
法
人
を
嫉
む
〉
〔
新
嘉
壌
の
華
人
、
法
人
を
憎
嫉
す
〕

○
預
拒
法
人
〈
預
め
法
人
を
拒
む
）

○
法
船
赴
趣
く
法
船
、
趣
に
赴
く
）

八
八
四
年
九

○
福
州
近
事

○
東
京
開
仗

微謬間 月
一
一
十
日
（
光
緒
十
年
八
月
初
二
日
）

制
強
敵
説
（
水
師
を
線
し
て
以
て
強
敵
を
制
す
る
の
説
）

〔
華
人
、
敵
船
を
以
て
背
え
て
代
わ
り
て
修
葺
を
為
さ
ず
〕

（
深
く
大
義
を
知
る
〉
〔
法
人
、
重
価
を
以
て
工
を
招
く
も
一
と
し
て
往
く

月
一
一
十
三
日
〈
光
緒
十
年
八
月
初
五
日
）

〔
法
人
兵
少
な
く
、
糧
乏
し
く
、
笈
笈
た
る
の
勢
い
あ
り
〕

Ｆ、グー、戸口、

法
人
、

伝
聞
、

越
人
、

我
が
師
と
小
戦
す
〕

大
い
に
謬
る
）

上
に
は
臥
薪
嘗
胆
の
君
な
く
、

い
て
去
る
〕

し
）
〔
微
物
も
且
に
青
え
て
敵
人
に
誓
与
せ
ず
〕

東
京
を
救
う
〕

十
年
八
月
初
一
日
）

総
署
の
法
公
使
に
致
す
の
照
会
を
紫
録
す
）

下
に
は
同
仇
敵
侭
の
民
な
し
〕
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一
八
八
四
年
九
月
三
十
日
〈
光
緒
十
年

④
照
録
法
使
威
脅
越
南
所
訂
約
（
法

⑨
堵
ロ
照
会
（
口
を
堵
す
の
照
会
）

⑫
査
船
照
会
（
船
を
査
す
る
の
照
会

○
寧
郡
市
面
〔
中
法
の
愛
生
じ
、
市

○
塞
口
述
事
（
口
を
塞
さ
ん
と
し
て

○
開
揖
実
信
〈
損
を
開
く
の
実
信
〉

八
八
四
年
十
月
七
日
〈
光
緒
十
年
八
月
十
九
日
〉

⑥
照
録
光
緒
十
年
閏
伍
月
十
二
日
総
理
衙
門
給
法
国
署
公
使
照
会
（
光
緒
十
年
閏
伍
月
十

二
日
総
理
衙
門
よ
り
法
国
の
箸
公
使
に
給
す
る
の
照
会
を
照
録
す
）

八
八
四
年
十
月
三
日
（
光
諸
十
年
八
月
十
五
日
〉

⑲
照
録
光
緒
十
年
閏
伍
月
初
七
日
総
理
衙
門
給
法
国
署
公
使
照
会
（
光
緒
十
年
閏
伍
月
初

七
日
総
理
衙
門
よ
り
法
国
の
箸
公
使
に
給
す
る
の
照
会
を
照
録
す
）

○
法
部
近
間
〔
中
国
、
法
人
の
請
う
所
を
允
さ
ず
、
法
人
兵
を
発
し
て
雲
南
に
入
る
〕

○
億
国
近
聞
〔
福
州
及
び
台
湾
を
拠
占
す
る
の
説
は
法
廷
よ
り
す
る
に
は
非
ら
ず
〕

八
八
四
年
九

④
間
戦
奏
摺

○
防
務
麓
言

も
慨
る
な

は
独
り
何

八
八
四
年
九
月
二
十
七
日
〈
光
錘

○
忠
勇
可
嘉
（
忠
勇
、
嘉
す
べ
‐

○
辞
意
真
箪
〔
法
国
の
謝
署
便
、

○
間
電
不
実
（
間
電
実
な
ら
ず
〉

○
湘
事
紀
要
〔
蘇
松
大
道
、
法
飢

月ぞけ后

やれ申

一ば報

十
九
日
（
光
緒
十
年
八
月
十
一
日
）

に
調
う
。
呉
淑
口
の
台
砲
を
守
る
の
舅
は
日
夕
輪
守
し
て
敢
え
て
精

防
範
厳
と
調
う
べ
し
、
と
。
…
該
勇
、
乃
ち
従
り
て
之
を
軽
侮
す
る

し緒

船
の
進
口
す
る
を
恐
れ
、

年
八
月
十
二
日
）

法
使
の
越
南
を
威
脅
し
て
訂
す
る
所
の
約
を
照
録
す
）

辞
意
倍
ま
す
真
筆
た
り

十
年
八
月
初
九
日
〉

、￣

）面
大
い
に
壊
る
〕

事
を
述
ぷ
）

填
塞
の
拳
を
為
さ
ん
と
欲
す
〕

￣
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○
北
海
近
間
〔
法
船
を
翌
し
及
び
法
兵
を
殺
す
の
賞
格
〕

○
東
京
近
間
〔
現
に
ま
た
黒
旗
の
出
没
す
る
あ
り
〕

●

一
八
八
四
年
十
月
十
四
日
〈
光
緒
十
年
八
月
一
一
十
六
日
〉

⑨
照
訳
間
五
月
初
六
日
法
国
署
公
使
致
鎗
理
衙
門
照
会
〈
閏
五
月
初
六
日
法
国
の
署
公
便

よ
り
総
理
衙
門
に
致
す
の
照
会
を
照
訳
す
〉

○
海
防
来
信
〔
法
人
、
大
原
鎖
に
駐
紮
す
〕

○
校
謀
疸
測
（
狡
謀
測
り
直
し
）
〔
間
友
の
来
信
に
云
う
。
間
省
の
ロ
岸
、
五
虎
は
実
に

天
険
た
り
。
…
近
ご
ろ
法
船
彼
に
在
り
て
深
浅
を
測
量
す
〕

○
黒
夜
移
営
（
黒
夜
に
営
を
移
す
）

①
海
防
七
策
〈
新
安
憂
天
人
議
献
〉

○
台
北
要
聞
〔
法
人
、
基
隆
の
淡
水
を
攻
む
〕

八
八
四
年
十
月
八
日
〈
光
籍
十
年
八
月
二
十
日
〉

③
来
書
照
登
〔
濁
湖
・
舟
山
・
沖
縄
を
奪
占
せ
ん
と
す
〕

○
淡
水
要
聞
〔
法
兵
、
巳
に
淡
水
を
奪
占
す
〕

○
人
心
安
静
〔
挑
夫
も
ま
た
法
人
の
役
使
と
為
る
を
肯
ん
ぜ
ず
〕

③
総
理
衙
門
給
法
国
署
公
使
照
会
（
総
理
衙
門
よ
り
法
国
の
署
公
便
に
給
す
る
の
照
会
）

○
八
間
長
城
〈
選
録
瀝
報
〉
〔
左
侯
相
、
柱
石
を
陸
ん
に
す
る
半
ご
望
む
〕

○
基
隆
要
聞
〔
法
国
の
勁
旅
、
登
岸
し
て
占
拠
す
〕

○
法
人
妄
言
〔
将
に
住
き
て
海
南
島
を
奪
わ
ん
と
す
〕

○
法
報
要
談
〔
法
人
、
台
湾
を
将
て
日
本
に
鮪
せ
ん
と
す
〕

八
八
四
年
十
月

③
照
録
光
緒
十

八
日
総
理
衙

○
敵
慨
同
仇
〔

肯
ん
ぜ
ず
〕

○
北
海
近
間
〔

○
東
京
近
間
〔

八
八
四
年
十
月
十
五
日
〈
光
緒
十
年
八
月
二
十
七
日
〉

九
日
〈
光
緒
十
年
八
月
二
十
一
日
）

年
閏
伍
月
十
八
日
総
理
衙
門
給
法
国
署
公
使
照
会
（
光
緒
十
年
閏
伍
月
十

門
よ
り
法
国
の
薯
公
使
に
袷
す
る
の
照
会
を
照
録
す
）

法
人
、
煤
を
購
う
こ
と
甚
だ
急
な
る
も
、
華
人
ま
た
敵
人
に
曹
与
す
る
を
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◎
論
法
人
有
思
和
之
意
〈
法
人
和
を
思
う
の
意
あ
る
を
論
ず
）

○
淡
水
捷
音

○
淡
水
近
間
〔
砲
台
三
座
、
己
に
法
人
の
段
す
所
と
為
る
〕

○
馬
尾
陣
亡
人
数

④
照
訳
閏
五
月
初
九
日
法
国
署
公
使
第
二
次
致
総
理
衙
門
照
会
〈
閏
五
月
初
九
日
法
国
の

署
公
便
よ
り
第
一
一
次
の
総
理
衙
門
に
致
す
の
照
会
を
照
訳
す
）

八
八
四
年
十
月
十
六
日
〈
光
緒
十
年
八
月
二
十
八
日
〉

⑨
照
録
光
緒
六
年
劉
省
一
一
一
爵
帥
銘
傅
請
開
鉄
道
疏
（
光
緒
六
年
副
省
三
爵
帥
銘
傳
の
鉄
道

を
開
く
を
請
う
の
蔵
を
照
録
す
）

○
一
門
忠
孝
〔
馬
江
の
役
に
福
星
兵
船
驚
を
受
く
。
陳
君
胎
萬
、
戦
に
臨
み
て
殉
難
す
〕

○
承
辮
可
悪
〈
承
辨
悪
む
ぺ
し
）
〔
承
辮
人
は
専
ら
私
嚢
を
飽
し
て
大
局
を
顧
る
な
し
〕

八
八
四
年
十
一
月
一
日
〈
光
緒
十
年
九
月
十
四
日
〉

◎
論
法
人
封
禁
台
湾
ロ
岸
之
非
（
法
人
台
湾
の
口
岸
を
封
禁
す
る
の
非
を
論
ず
）

○
台
北
近
聞
〔
法
人
現
に
一
一
一
詔
嶺
を
占
有
す
〕

○
勇
躍
楕
飽
〔
大
阪
等
の
処
、
現
に
華
商
の
軍
鹸
を
勧
揖
す
る
あ
り
〕

八
八
四
年
十
月
二
十
四
日
（
光
緒
十
年
九
月
初
六
日
）

◎
論
璽
垣
近
日
民
心
静
譜
（
噂
垣
は
近
日
民
心
静
譲
な
る
を
論
ず
〉

○
越
南
戦
傳
〔
中
法
両
軍
、
交
戦
す
〕

○
厘
門
電
音
〔
法
人
、
気
喪
い
胆
裂
く
〕

八
八
四
年
十
一
月
三
日
（
光
緒
十
年
九
月
十
六
日
）

⑥
西
報
論
法
弁
軍
報
（
西
報
に
法
の
軍
報
を
弁
ず
る
を
論
ず
）

○
議
設
医
局
（
医
局
を
設
く
ろ
を
議
す
）
〔
中
外
合
し
て
一
家
と
為
す
〕

○
港
事
項
録
〔
街
中
の
挑
夫
糾
衆
し
て
法
公
司
の
貨
を
阻
止
す
〕

○
名
論
不
刊
（
名
論
刊
せ
ず
）
〔
法
人
無
端
に
し
て
越
南
を
冠
す
〕

八
八
四
年
十
一
月
四
日
〈
光
緒
十
年
九
月
十
七
日
〉
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一
八
八
四
年
十
一
月
十
四
日
〈
光
緒
十
年
九
月
二
十
七
日
）

◎
今
日
璽
宜
選
挙
将
材
論
〈
今
日
亟
か
に
宜
し
く
将
材
を
選
挙
す
べ
き
の
論
）

○
法
電
彙
録
〔
中
法
の
事
、
大
言
炎
炎
た
り
〕

一
八
八
四
年
十

③
九
月
十
四

○
和
議
紀
伝

○
会
議
記
聞

○
和
局
勺
言

③
法
書
訳
録

◎
駁
法
人
書

◎
禦
法
條
藻
〈
法
を
禦
ぐ
の
條
陳
〉

○
捷
音
詳
述
〔
法
人
の
砲
台
を
轟
設
す
〕

○
台
湾
近
間
〔
法
船
一
艘
、
駛
し
て
至
る
〕

○
台
軍
望
援
（
台
軍
、
援
を
望
む
〉

○
和
議
伝
聞

八
八
四
年
十
一
月
十
二
日
〈
光
緒
十
年
九
月
二
十
五
日
）

◎
論
法
人
始
終
無
悔
悟
之
心
〈
法
人
は
始
終
悔
悟
の
心
な
き
を
論
ず
）

○
間
墳
言
〔
軍
容
の
盛
ん
な
る
こ
と
、
従
前
に
数
倍
す
〕

○
法
船
赴
越
（
法
船
、
趣
に
赴
く
〉

八
八
四
年
十
一
月
十
九
日
（
光
緒
十
年
十
月
初
二
日
）

③
暁
諭
順
逆
示
（
順
逆
を
暁
論
す
る
の
示
）

○
日
船
抵
履
く
日
船
、
贋
に
抵
ろ
〉
〔
中
法
の
戦
務
未
だ
止
息
の
期
あ
ら
ず
〕

○
西
貢
近
事
〔
法
将
の
募
る
所
の
越
南
の
兵
勇
は
皆
怨
心
あ
り
〕

○
援
台
近
聞
〔
中
国
の
巡
船
、
銀
両
を
載
せ
て
前
性
し
て
台
を
掻
く
〕

○
析
葎
郵
音
〔
法
事
孔
だ
函
な
り
〕

○
西
報
照
訳
〔
法
国
調
兵
し
て
週
発
し
華
に
来
る
〕

へﾉｰ､吊日一一（
法
人
の
書
を
駁
す
）

月
十
八
日
（
光
緒
十
年
十
月
初
一
日
）

●

間
人
上
楊
制
軍
公
裏
〈
九
月
十
四
日
間
人
の
楊
制
軍
に
上
る
の
公
粟
）

李
鴻
章
、
禄
位
を
係
つ
を
図
り
へ

和
局
言
う
な
か
れ
〉

急
ぎ
之
と
訂
盟
せ
ん
と
欲
す
〕
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一
八
八
四
年
十
一
月

一
八
八
四
年

◎
問
答
訳

か
ま
た

○
提
音
喜

奪
う
〕

○
法
人
要

一
八
八
四
年
十
一
月
二
十
日
〈
光
緒
十
年
十
月
初
三
日
〉

●
日
本
報
述
中
法
事
〒
日
本
報
、
中
法
の
事
を
述
ぷ
）

○
漠
好
可
悪
（
漠
好
、
》
恵
む
べ
し
）

○
法
人
取
怨
（
法
人
、
怨
を
取
る
〉

八
八
四
年
十
一
月
二
十
八
日
（
光
緒
十
年
十
月
十
一
日
〉

◎
論
西
人
助
順
（
西
人
は
順
を
助
く
る
を
論
ず
）

○
厳
訪
援
台
〈
厳
に
前
し
て
台
を
援
け
し
む
）

○
相
国
進
京
〈
相
国
、
京
に
進
む
）

八
八
四
年
十
一
月
二
十
六
日
（
光
緒
十
年
十
月
・
初
九
日
）

◎
戦
守
宜
相
輔
而
行
説
（
戦
守
は
宜
し
く
相
い
輔
け
て
行
う
の
説
）

○
天
津
電
音
〔
中
法
議
和
の
事
、
己
に
成
議
な
し
〕

○
台
湾
近
間
〔
南
北
洋
の
戦
船
、
会
合
し
て
台
を
援
く
〕

八
八
四
年
十

．
今
日
宜
亟

○
適
防
箪
固

○
不
為
法
役

○
間
垣
近
事
〔
現
に
閏
江
の
各
砲
台
の
修
建
甚
だ
速
し
〕

挟

十
一
月
二
十
四
日

述
〔
友
人
曰
く
、

与
に
同
盟
せ
ん
〕

録
〈
捷
音
を
喜
び

一
月
二
十
一
日
〈
光
緒
十
年
十
月
初
四
日
）

図
富
強
論
（
今
日
宜
し
く
亟
に
富
強
を
図
る
べ
き
の
論
）

（
法
の
為
に
役
せ
ず
）

十
九
日

録
す

（
光
緒
十
年
十
月
初
七
日
）

も
し
法
人
割
地
の
為
に
起
見
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、

￣、

光
緒
十
年
十
月
十

〉
〔

〔
補
炉
の
工
役
は
宵
え
て
該
船
の
為
に
役
を
為
さ
ず
〕

華
兵
、
大
い
に
勝
仗
を
獲
て
、

日
､￣

Ｆ１

法
相
、
陸
軍
卿
と
意
見

法
．
の
兵
艦
両
艘
を

俄
国
何
事

合
せ
ず

､－'
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一
八
八
四
年
十

一
八
八
四
年
十
二
月
十
日
〈
光
緒
十
年
十
月

◎
制
敵
要
録
（
敵
を
制
す
る
の
要
録
）

◎
平
論
曲
直
〈
平
か
に
曲
直
を
論
ず
〉

八
八
四
年
十
二
月
六
日
〈
光
緒

◎
北
宋
亡
於
和
議
論
〈
北
宋
は

○
電
線
往
台
（
電
線
台
に
往
く

○
東
京
近
間
〔
黒
旗
及
び
雲
南

○
厘
事
項
録
〔
法
人
、
台
湾
を

移
し
て
璽
省
を
攻
め
ん
と
す

八
八
四
年
十

⑫
奇
士
上
書

る
を
聞
き
、

○
救
台
続
聞

○
法
軍
信
息

○
英
京
電
音

○
法
人
調
兵

○
東
京
近
報

○○○○○○．

大べ法法法巡兵平

言し国人敗船男法

不と近増余被到冠

漸謂事兵聞拘台以
う
Ｌ､'

靖
辺
彊
説
（
法
冠
を
平
げ
て
以
て
辺
彊
を
靖
ん
ず
ろ
の
説
）

（
兵
勇
、
台
に
到
る
〉

続
聞
（
巡
船
拘
わ
る
る
の
続
聞
）

〔
勝
負
の
数
は
誠
に
将
に
在
り
て
兵
に
は
在
ら
ず
〕

一
月
二
日
〈
光
緒
十
年
十
月
十
五
日
〉

〔
日
本
の
東
京
に
一
奇
士
あ
り
、
…
近
ご
ろ
中
法
和
を
矢
い
て
以
て
戦
に
至

覚
え
ず
悼
嘆
し
て
己
む
な
し
〕

〈
台
を
救
う
の
続
聞
）
〔
台
防
は
価
お
喫
緊
を
形
す
〕

〔
法
兵
は
動
か
ず
〕

〔
法
国
己
に
国
帯
よ
り
軍
餉
を
擁
す
る
を
允
准
す
〕

〔
東
京
に
駐
す
る
の
法
将
、

（
大
言
街
じ
ず
）

月
十

日
〈
光
緒
十
年
十
月

￣囲の－

十
年
十
月
十
九
・
日
）

和
議
に
亡
ぶ
の
論
）

兵
勇
は
法
軍
と
塵
戦
す
〕

困
し
て
久
し
き
も
志
を
得
ざ
る
に
因
り
、

須
ら
く
兵

十十
四
日
〉

日
～〆

萬
名
を
遣
し
て
以
て
華
軍
を
拒
む

議
し
て
将
に
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八
八
四
年
十

○
法
兵
赴
越

○
欲
解
兵
端

衙
門
に
函

○
自
知
之
明

○
類
砿
陰
謀

○
官
軍
捷
音

八
八
四
年
十
二

③
生
還
記
〈
録

○
左
相
錘
間
（

○
勝
法
要
電
〈

勝
を
獲
る
〕

○
法
使
求
和
（

八
八
四
年
十
一
一
月
十
二
日
（
光
緒
十
年
十
月
二
十
五
日
）

⑬
擬
討
法
蘭
西
撒
文
（
擬
し
て
法
蘭
西
を
討
た
ん
と
す
る
の
撒
文
〉

○
大
張
捷
伐
〈
大
い
に
捷
伐
を
張
る
〉

○
勁
旅
援
台
（
勁
旅
も
て
台
を
援
く
）

○
民
兵
良
法
〔
長
城
に
付
近
す
る
の
各
府
県
の
地
方
官
、
属
民
に
論
諭
し
て
三
丁
に
一
を

柚
り
、
訓
練
し
て
軍
と
成
し
、
以
て
要
害
を
守
ら
し
む
。
民
智
同
仇
敵
慣
す
〕

○
焚
段
民
居
（
民
居
を
焚
鍛
す
〉
〔
基
隆
を
占
す
る
の
法
人
、
大
い
に
凶
毒
を
蝉
に
す
〕

◎
論
中
国
宜
乗
勝
以
劉
滅
散
人
（

を
論
ず
）

○
決
疑
定
計
（
疑
を
決
し
て
計
孝

の
中
法
和
を
議
す
ろ
の
事
は
、

○
報
国
忠
枕
〔
割
省
三
爵
帥
は
寄

る
者
あ
り
。
刻
ご
ろ
爵
帥
の
台

て
速
や
か
に
原
籍
に
回
ら
し
れ

二
月
十
八
日
〈
光
緒
十
年
十
一
月
初
二
日
）

〈
法
共
、
趣
に
赴
く
〉

（
兵
端
を
解
か
ん
と
欲
す
）
〔
京
に
駐
す
る
の
各
国
公
使

告
す
〕

（
自
ら
之
半
ご
知
る
は
明
か
な
り
〉
〔
馬
江
の
役
に
、
華
人

〈
陰
謀
を
窺
破
す
）

法
便
、

月
十
五
日
〈
光
緒
十
年
十
月
二
十
八
日
）

申
報
〉
〔
馬
江
の
戦
、
華
兵
虜
を
被
る
者
は
計
る
に
十
八
人
〕

左
相
、
閏
に
低
る
）

法
に
勝
つ
の
要
電
〉
〔
劉
永
福
玲
三
岐
江
に
在
り
て
法
軍
と
開
戦
し
、

和
を
求
む
〉

を
定
な
〉
〔
盆
に
北
辺
の
信
息
に
接
列
し
た
る
に
、
日
来

恐
ら
く
は
画
餅
と
成
ら
ん
と
云
う
〕

安
徽
の
合
肥
県
に
籍
隷
す
。
そ
の
官
巻
の
金
陵
に
喬
寓
す

台
湾
軍
前
よ
り
発
回
せ
る
の
書
に
接
到
す
る
に
、
皆
を
し

む
〕 中
国
は
宜
し
く
勝
に
乗
じ
て
以
て
敵
人
を
劇
減
す
べ
き

－戸

華
人
は
同
仇
敵
侭
す
〕

、

現
に
経
に
総
理

大

４１６



一
八
八
四
年
十
一
一
月
二
十
六
日
〈
光
緒
十
年
十
一
月
初
十
日
）

○
法
兵
受
創
（
法
兵
、
創
を
受
く
〉

一
八
八
四
年
十

八
八
四
年
十
二
月
一
一
十

．
不
可
軽
視
機
器
説
（

○
法
国
電
音
〔
法
国
の

息
め
ん
こ
と
を
期
す

○
柱
施
論
計
（
論
計
を

断
ち
て
我
が
軍
糧
を

八
八
四
年
十
二
月

⑬
割
大
中
丞
志
略

○
法
人
被
困
（
法

○
法
船
到
港
（
法

八
八
四
年
十
二
月
二

．
妄
論
可
笑
（
妄
論
、

○
華
兵
勝
仗

○
台
湾
近
事
〔
法
爾
、

八
八
四
年
十

○
北
京
要
電

に
囲
ま
し

○
華
兵
声
勢

○
雄
軍
赴
閏

○
開
揖
要
電

○
自
形
其
醜

一
一
月
二
十
一
一
一
日
〈
光
緒
十
年
十
一
月
初
七
日
）

〔
岑
彦
卿
保
帥
、
劉
淵
亭
軍
門
永
福
に
督
訪
し
富

む
〕

〈
雄
軍
、
間
に
赴
く
）

（
損
を
開
く
の
要
電
）

（
自
ず
か
ら
そ
の
醜
を
形
す
〉

月

人
困
し
め
ら
る
）

船
、
港
に
到
る
）

十
九
曰
く
光
緒
十
年
十

十
七
日

＋
四
日
〈
光
緒
十
年
十
一
月
初
八
日
）

笑
う
べ
し
〉

衰
退
す
〕

し柾一議機日施
す
〉
〔
法
人
の
台
湾
ロ
岸
を
囲
困
す
・
る
や
、

て
尽
く
さ
し
め
ん
と
す
〕

（
光
緒
十
年
十
一
月
初
四
日
）

器
を
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
の
説
）

局
、
天
露
に
在
り
て
立
つ
る
所
の
和
約
に
遵
依
し
て
以
て
兵
を

グー

光
緒
十
年
十

月
初

－－

月
十

日
日
、￣

～ン

軍
を
合
し
て
法
人
を
宣
光

台
湾
の
接
済
を

4１７



一
八
八
四
年
十
一
一
月
一
一
十
九
日
〈
光
緒
十
年
十
一
月
十
三
日
）

○
辺
章
信
〔
劃
軍
門
、
間
道
よ
り
進
み
て
宣
光
を
取
る
〕

八
八
五
年
一
月
二
日
（
光
緒
十
年
十
一
月
十
七
日
）

③
法
員
論
東
京
事
（
法
員
、
東
京
の
事
を
論
ず
）

○
慶
事
墳
談
〔
前
ご
ろ
、
法
人
約
に
背
き
て
間
河
を
窺
伺
す
。

墓
し
、
住
き
て
援
助
を
為
さ
し
む
〕

○
問
民
疾
苦
〈
民
に
疾
苦
を
問
う
〉

○⑨○◎

台西基を論

事報隆論撹

棄論戦ず船
二王l告１部§圭司ニーーモ室

八
八
五
年
一
月
三
日
（
光
緒
十
年
十
一
月
十
八
日
）

◎
論
零
人
急
公
好
義
（
零
人
公
に
急
に
し
て
義
を
好
む
を
論
ず
）

○
英
報
照
訳
〔
法
国
は
禄
東
京
を
整
頓
し
て
そ
の
権
力
を
拡
大
せ
ん
と
欲
す
〕

八
八
五
年
一
月
五
日

③
守
口
毎
言
（
口
を

○
津
電
訳
要
〔
中
朝
、

○
台
北
軍
情
〔
法
帥
、

⑨
左
侯
偉
略

八
八
五
年
一

③
続
録
守
口

○
会
議
時
事

聚
会
す
〕

○
法
人
可
美 援
台
為
今
日
最
好
機
会
〈
船
を
揺
し
て
台
を
援
く
は
今
日
最
も
好
き
機
会
た
る

耗
〔
中
法
は
基
隆
に
在
り
て
開
仗
し
、
両
軍
の
死
傷
は
甚
だ
衆
し
〕

戦
事
（
西
報
、
戦
事
を
論
ず
）
〔
戦
書
未
だ
下
さ
ず
し
て
砲
火
先
に
施
す
〕

述
〔
法
人
、
陸
路
よ
り
住
き
て
淡
水
を
攻
む
〕

〈
〈
法
人
笑
う
べ
し
）

月
六
日
（
光
緒
十
年
十
一
月
二
十
一
日
）

易
言
〈
口
を
守
る
の
彊
言
を
続
録
す
）

（
時
事
を
会
議
す
）
〔
西
暦
前
月
二
十
一

日
（
光
緒
十
年
十
一
月
二
十
日
）

を
守
る
の
易
言
）

朝
、
己
に
兵
五
百
を
添
じ
運
び
て
台
湾
に
抵
ら
し
む
〕

帥
、
船
上
に
住
し
、
常
に
海
面
を
往
来
す
〕

日
■

英
国
下
議
院
、

響
省
の
大
員
、

門
を
閥
き
て

士
勇
を
召

４１８



一
八
八
五
年
一
月
二
十
一
日
（
光
緒
十
年
十
二
月
初
六
日
〉

◎
嘗
本
報
咋
録
津
電
法
人
議
和
後
〈
本
報
咋
ご
ろ
録
し
た
る
津
電
の
法
人
和
を
議
す
の
後

八
八
五
年
一
月
七
日
（
光
繕
十
年
十
一
月
二
十
二
日
）

③
三
録
守
口
易
言
（
一
ニ
た
び
口
を
守
る
の
濁
言
を
録
す
）

○
津
門
郵
音
〔
是
の
処
の
法
国
領
事
衙
は
、
現
に
守
護
甚
だ
固
し
〕

○
援
越
近
間
〔
近
ご
ろ
聞
く
に
、
飽
寒
鍾
爵
帥
、
己
に
師
を
銃
べ
て
関
を
出
て
、

趣
を
恢
復
す
．
、
と
〕

八
八
五
年
一
月

○
封
禁
口
岸
告

○
東
京
項
録
〔

○
法
電
訳
録
〔

わ
ん
と
す
．
〕

○
関
外
捷
音

○
台
湾
近
間
〔

○
告
捷
電
音
〔

八
八
五
年
一
月
十
三
日
（
光
緒
十
年
十
一
月
一
一
十
八
日
）

○
東
京
軍
信
〔
法
兵
、
忽
ち
華
兵
に
囲
ま
る
〕

○
洞
悉
陰
謀
〈
録
申
報
〉
〈
陰
謀
を
洞
悉
す
）

○
戦
船
近
間
〔
法
船
二
腰
、
日
前
兵
勇
の
法
租
界
に
在
り
て
事
を
滋
く
す
る
を
聞
き
、

に
駛
し
て
呉
溌
付
近
の
地
に
至
る
〕

○
議
和
近
間
〔
中
法
二
国
、
己
に
欧
州
に
在
り
て
和
を
議
す
〕

○
窮
兵
不
已
〈
兵
に
窮
す
る
こ
と
巳
ま
ず
〕

八
八
五
年
一
月
十
六
日
〈
光
緒
十
年
十

○
法
為
怨
府
（
法
は
怨
府
と
為
る
）

○
福
州
近
間
〔
中
国
の
戦
船
、

十
二
日
（
光
緒
十
年
十
一
月
二
十
七
日
〉

示
（
口
岸
を
封
禁
す
る
の
告
示
）

華
兵
三
葛
、
直
ち
に
越
南
に
入
る
あ
り
〕

法
軍
、
新
兵
の
到
斉
す
る
を
俟
ち
て
再
び
干
戈
を
以
て
相
い
見
ゆ
る
を
行

法
国
の
租
倫
運
船
、
二
十
一
日
に
於
て
基
隆
に
抵
る
〕

前
月
某
日
、
岑
王
両
軍
、
法
人
と
宣
光
に
戦
う
〕

今
に
至
る
ま
で
未
だ
跨
跡
を
見
ず
〕

月
初
一
日
）

以
て
全

逆

4１９



八
八
五
年
二
月
二
十
一
一
一
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
初
九
日
）

◎
擬
築
砲
台
説
（
擬
し
て
砲
台
を
築
か
ん
と
す
る
の
説
）

○
諒
山
矢
守
続
聞
く
諒
山
守
り
を
失
う
の
続
聞
〉

○
言
之
可
惜
（
之
を
惜
し
む
べ
し
と
言
う
〉

○．八

援説揺八
ユヘ、－白八エー

八
八
五
年
一
月
二
十
九
日
（
光
緒
十
年
十
二
月
十
四
日
）

◎
接
続
能
戦
而
後
可
和
讃
（
能
く
戦
い
て
後
和
す
べ
き
の
論
を
接
続
す
〉

●

八
八
五
年
一
月
二
十
八
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
十
一
一
一
日
）

◎
能
戦
而
後
可
和
論
〈
能
く
戦
い
て
後
和
す
べ
き
の
論
）

○
匪
言
勿
言
〈
言
う
崖
れ
言
う
勿
れ
）
〔
聞
く
に
、
某
西
人
、

る
も
並
え
て
本
心
よ
り
出
る
に
非
ら
ず
と
言
う
あ
り
〕

○
事
将
有
成
〈
事
、
将
に
成
あ
ら
ん
と
す
）

八
八
五
塗

③
法
語
→

の
事
吟

○
基
隆
鎚

攻
な
〕

○
法
師
垂

○
海
防
雪

○
捷
音
廓

に
書
す
〉

○
草
木
皆
兵

五
年
一
月
三
十
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
十
五
日
〉

船
援
台
不
宜
再
遅
説
（
船
を
榛
し
て
台
を
援
く
は
宜
し
く
再
び
運
る
ぺ
か
ら
ざ
る
の

ロ
近
間
〔
呉
軍
門
の
部
下
を
将
て
前
往
し
て
救
援
せ
し
む
〕

辞
任

軍
信
〔
法
人
、

屡
至
（
捷
音
、

年
一
月
二
十
六
日
（
光
緒
十
年
十
二
月
十
一
日
〉

之
言
〔
申
報
、
西
貢
の
法
字
報
の
登
有
せ
る
一
論
を
載
せ
た
る
に
、
大
略
、
中
法

は
近
日
更
に
練
手
を
形
す
と
言
う
〕

戦
耗
〔
楽
日
、
法
人
共
五
旗
を
以
て
住
き
て
基
隆
に
付
近
す
る
の
華
人
の
砲
台
を

東
京
に
之
く
や
、

屡
々
至
る
）

必
ず
将
に
大
挙
す
る
あ
ら
ん
〕

法
国
と
中
国
は
兵
を
描

－

つ

４２０



八
八
五
年
二
月
二
十
四
日
〈
光
緒
十
一
年
一
月
初
十
日
）

◎
中
必
勝
法
請
〈
中
は
必
ず
法
に
勝
つ
の
論
〉

○
基
隆
近
聞
〔
中
法
両
軍
、
竜
も
戦
勝
な
し
〕

八
八
五
年
二
月
二
十
五
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
十
一
日
〉

◎
書
本
報
諒
山
驚
耗
後
〈
本
報
の
諒
山
驚
耗
の
後
に
書
す
）

○
海
防
近
間
〔
諒
山
守
り
を
失
う
の
情
形
は
ま
た
未
だ
能
く
そ
の
詳
細
を
知
り
尽
さ
ず
〕

○
印
人
議
論
〔
中
法
両
国
は
現
に
己
に
好
を
棄
て
仇
を
尋
む
〕

○
飛
電
告
捷
（
電
を
鋼
し
て
捷
を
告
ぐ
）

八
八
五
年
二
月
二
十
八
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
十
四
日
）

◎
接
続
聯
民
団
以
同
敵
憾
説
（
民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
憾
を
同
に
す
る
の
説
を
接
続
す
〉

○
言
之
傷
心
〈
選
録
渥
報
〉
（
之
を
傷
心
と
言
う
）

八
八
五
年
二
月
二
十
七
日
〈
光

。
接
続
聯
民
団
以
同
敵
憶
説
（

○
法
人
瀞
誇
（
法
人
、
務
誇
す

○
拳
固
若
狂
〈
挙
国
狂
う
が
若

○
金
辺
近
間
〔
西
貢
日
報
、
金

八
八
五
年
二
月
二
十
六
日
（
光

◎
聯
民
団
以
同
敵
擬
説
（
民
団

○
戦
艦
惨
沈
〈
訳
録
字
林
報
〉

○
蝋
口
述
要
〔
法
船
遊
七
す
〕

○
台
事
択
要
〔
我
が
民
の
法
を

○
同
仇

よ
り

す
．
〕

○
西
貢 仇
敵
億
〔
璽
省
の
民
風
、
素
よ
り
剛
勁
と
称
す
．
。
法
人
の
薯
を
擾
す
る
の
説
あ
り
て

り
、
羊
城
の
華
人
、
敵
傭
同
仇
せ
ざ
る
な
く
、
み
な
法
人
と
一
死
戦
を
決
せ
ん
と
欲

近
耗
〔
法
人
、

将
に
首
尾
兼
願
す
る
に
遇
あ
ら
ざ
る
の
勢
い
あ
り
〕

光
緒
十
一
年
一
月
十
二
日
〉

団
を
聯
ね
て
以
て
敵
侭
を
同
に
す
る
の
説
）

辺し－

緒
十
一
年
一
月
十
三
日
）

民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
撫
を
同
に
す
る
の
説
を
接
続
す
）

●

嫉
む
》
」
と
仇
の
如
し
〕

）
。
‐

国
及
び
西
貢
地
方
の
近
日
の
乱
耗
を
載
有
す
〕

4２１



八
八
五
一
一
一
‐
一
一
一
月
十
二
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
一
一
十
六
日
）

○
東
京
鏡
聞
〔
法
人
の
兵
単
に
し
て
大
い
に
危
う
か
る
べ
き
の
勢
い
あ
り
〕

八
八
五
年
三

急
西
請
訳
略

○
鎮
海
続
聞

○
法
船
被
撃

○
東
京
近
間

○
間
海
近
間

○
幸
獲
生
還

○○○○

福西基に龍る

州貢隆因州一

八
八
五
年
三
月
四
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
十
八
日
）

◎
宜
密
布
水
雷
説
く
宜
し
く
密
に
水
雷
を
布
く
べ
き
の
説
）

○
撃
設
法
船
（
法
船
を
撃
設
す
）
〔
鎮
海
の
砲
台
を
攻
め
る
の
法
艦
は
砲
台
に
撃
壊
せ
ら

八
八
五
年
三

．
接
続
聯
民

○
捷
音
誌
喜

○
電
傳
兵
警

○
台
郡
紀
実

○
法
船
東
来

○
法
人
租
船

③
封
口
照
会

消
息
〔
諒
山
の
薑
軍
叶

り
て
内
地
に
退
入
す
〕

近
耗
〔
法
軍
、
未
だ
芹

近
耗
〔
海
賊
榎
た
聚
二

船
事
〔
法
国
の
戦
船
、

〔
法
船
、
鎮
海
に
在
り
て
重
傷
を
受
く
〕

続
聞
〈
法
船
の
筆
を
被
る
の
続
聞
）

〔
法
将
に
勁
旅
を
調
し
て
往
き
て
東
広
を
援
け
ん
と
す
〕

〔
法
の
戦
船
、
遊
七
す
〕

（
幸
い
に
生
還
を
獲
る
）

月
五
日
（
光
緒
》
十

月
二
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
十
六
日
〉

団
以
同
敵
繍
説
く
民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
擬
を
同
に
す
る
の
説
を
接
続
す
）

〈
捷
音
も
て
喜
び
を
誌
す
〉

〈
兵
警
を
電
傳
す
〉
〔
法
の
兵
船
多
艘
、
駛
し
て
馬
江
に
進
む
〕

〈
法
人
、

訳
略

船
を
粗
る
）

兵
を

つ
Ｃ
〕福

敗
績
の
時
、

年
州
の
海
面
に
在
り
〕

進
む
ろ
能
わ
ず
〕

●

月
十
九
日
〉

蘇
元
春

蕊
元
瑞
の
両
軍
門
は
皆
傷
を
受
く
る

４２２



一
八
八
五
年
三
月
十
八
日
（
光
緒
十
一
年

○
淡
水
述
聞
〔
中
法
近
日
の
情
形
〕

一
八
八
五
年
三
月
十
四
日
（
光
緒

○
基
隆
戦
耗
〔
劉
永
福
、
兵
を

○
中
軍
信
〔
法
人
、
民
を
虐

○
駆
法
電
音
（
法
を
駆
る
の
電

○
甫
事
述
聞
〔
西
報
、
鎮
海
の

だ
厳
に
し
て
兵
士
は
敢
え
て

○
意
図
封
ロ
〈
封
口
を
意
図
す

○
法
人
気
沮
〈
法
人
、
気
沮
う

○
査
船
可
悪
〈
船
を
萱
す
る
は

○
法
人
誰
詐

八
八
五
年
三

○
法
電
訳
録

○
淡
水
消
息

○
法
人
妄
想

○
法
人
残
暴

○
気
呑
強
虜

○
闘
電
述
要

③
総
署
照
会

八
八
五
年
三
月
十
一
一
一
日
〈
光
緒
十
一
年
一
月
一
一
十
七
日
）

○
戌
卒
銘
恩
（
戌
室
’
Ｐ
恩
を
銘
ず
・
）

○
基
隆
近
閏
〔
中
法
二
軍
、
基
隆
に
在
り
て
交
綬
す
〕

○
会
議
時
事
（
時
事
を
会
議
す
〉
〔
法
船
の
水
手
、
工
人
を
殴
傷
す
る
の
一
節
〕

○
法
無
能
為
〈
法
、

月
十
六
日
〈
光
緒
十
一
年
一
月
三
・
十
日
〉

〔
法
兵
の
死
傷
は
若
干
名
〕

〔
法
、
新
兵
の
日
奉
ら
ず
し
て
将
に
到
ら
ん
と
す
る
あ
り
〕

〈
気
は
強
虜
を
呑
む
）
〔
台
南
の
劉
蘭
州
観
察
、
布
置
厳
密
た
り
〕

〔
観
察
、
行
き
て
海
湖
に
低
り
、
忽
ち
法
船
の
阻
む
所
と
為
る
〕

為
す
龍
う
宣
し
〉

悪一一遠消音ぐ率十む
ぺ
し
）

一
年
一
月
二
十
八
日
）

い
て
法
と
再
戦
す
〕

る
こ
と
大
だ
甚
だ
し
〕
．

〉
〔
法
人
、
紛
紛
と
し
て
退
却
す
〕

息
を
載
有
し
て
云
う
。
中
国
の
統
帯
の
各
官
は
約
束
甚

く
離
れ
ず
、
と
〕

月
初

曰
、－〆

4２３



八
八
五
年
一
一
一

．
論
法
好
用

○
議
和
伝
聞

○
法
人
会
議

八
八
五
年
一
一
一
月
一
一
十
七
日
（
光
緒
十
一
年
一
一
月
十
一
日
）

趨
罪
言
賛
言
〈
丹
徒
厳
鐘
爵
吉
人
甫
呈
稿
〉

○
和
議
将
成
（
和
議
将
に
成
ら
ん
と
す
）

○
基
隆
近
耗
〔
現
に
華
軍
再
び
内
地
に
退
入
し
、
法
兵
の
前
進
の
途
を
将
て
堵
塞
す
〕

○
淡
水
近
事
〔
基
隆
の
中
法
二
軍
、
現
に
価
お
常
に
接
仗
あ
り
〕

八
八
五
年
三
月
一
一
十
四
日
（
光
緒
十
一
年
一
一
月
初
八
日
）

○
福
州
近
事
〔
帯
水
の
人
民
へ
法
人
に
捉
獲
せ
ら
る
〕

八
八
五
年
一
一
一
月
一
一
十
一
日
〈
光
緒
十
一
年
二
月
初
五
日
）

◎
論
星
嘉
波
法
船
購
煤
事
（
星
嘉
壌
の
法
船
の
煤
を
購
う
の
事
を
論
ず
）

○
船
砲
不
利
（
船
砲
、
利
な
ら
ず
）

○
基
隆
戦
耗
〔
中
法
二
軍
、
交
緩
す
〕

○
淡
水
近
信
〔
台
湾
の
戦
、
聞
く
に
華
軍
の
死
傷
は
約
共
千
人
な
り
〕

八
八
五
年
三
月

○
護
押
教
人
（

逃
れ
て
遠
方

○
北
海
要
聞
〔

○
法
人
諒
敗
（

○
法
人
兵
微
〈

○
法
濫
行
跨
〔

に
前
往
す
〕

○
法
官
来
華
（

月
一
一
十
六
日
（
光
緒
十
一
年
二
月
初
十
日
）

兵
以
残
民
（
法
は
用
兵
を
好
み
て
以
て
民
を
残
う
を
論
ず
）

（
和
を
議
す
・
る
の
伝
聞
〉

月
二
十
日
（
光
緒
圭

（
教
人
を
護
押
す
）

方
に
之
く
〕
・

〔
法
船
数
艘
、
北
輻

（
法
人
、
敗
を
藷
十

〈
法
人
の
兵
微
し
）

〔
正
月
二
十
一
日
、

法
官
、

華
に
来
る
）

光
緒
十
一
年
二
月
初
四
日
）

押
す
）
〔
中
法
和
を
矢
い
て
よ
り
後
、

海
に
在
り
て
遊
七
す
〕

す
）

法
国
の
巴
根
達
運
軍
船
、

新

嘉 凡
そ
敵
国
の
救
民
は
皆

境
よ
り
動
輪
し
て
海
防

４２４



一
八
八
五
年
一
一
一
月
二
十
八
日
（

⑨
憲
示
照
登
〔
両
広
総
督
部

安
ん
ぜ
ん
が
事
の
．
為
に
す

◎
論
法
人
断
不
敢
窺
伺
塁
垣

○
法
船
行
跨
〔
現
に
法
船
四

○
台
北
警
報
〔
法
人
、
兵
二

一
八
八
五
年
四
月
三
日
〈
光
緒
十
一
年
一
一
月
十
八
日
）

○
克
復
諒
山
確
電
〈
諒
山
を
克
復
．
す
る
の
確
電
）

○
英
京
電
音
〔
法
廷
、
将
に
擬
し
て
額
外
の
濡
項
二
百
兆
枚
夫
冷
士
を
簿
焼
せ
ん
と
す
〕

○
電
音
蕊
録
〔
法
国
、
現
に
兵
八
千
を
認
し
て
迅
に
東
京
に
赴
か
し
む
〕

○
満
湖
近
耗
〔
＋
四
日
、
法
船
、
開
花
砲
を
用
い
て
瀞
湖
砲
台
を
轟
撃
す
〕

○
東
京
近
聞
〔
法
兵
三
百
名
、
華
電
の
攻
撃
を
被
る
〕

○
修
築
砲
台
（
砲
台
を
修
築
す
）

八
八
五
年
四
月
二
日
（
光
緒
十
一
年
二
月
十
七
日
）

◎
中
法
和
議
未
定
説
（
中
法
の
和
議
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
の
説
）

○
可
望
言
和
〈
和
を
言
う
を
望
む
べ
し
〉

○
鎮
海
西
牒
〔
法
人
の
砲
船
、
依
然
と
し
て
遊
七
す
〕

○
虎
林
西
牒
〔
鎮
海
開
仗
以
後
、
居
民
鷲
憧
し
て
措
く
な
し
〕

八
八
五
年
四
月
六
日
（

○
龍
州
確
電
〔
凋
子
材

て
法
兵
を
攻
撃
す
〕

○
羊
城
電
音
〔
法
兵
、

○
反
門
近
事
〔
法
船
、

○
寧
波
近
事
〔
法
船
、

○
軍
容
可
喜
〈
軍
容
、

○
大
橋
三
章
〈
大
い
に

○
因
時
進
言
（
時
に
因

諒
山
に
在
り
て
敗
退
す
〕

北
方
に
在
り
て
蝉
に
擬
す
〕

口
外
に
在
り
〕

喜
ぶ
べ
し
）

に
三
軍
を
縞
う
〉

因
り
て
進
言
す
）

光
緒
十
一
年
二
月
二
十
一
日
）

・
蘇
元
春
・
王
徳
梼
、
広
西
弱
辺
の
鎮
南
関
に
在
り
て
兵
を
合
し

千艫へ－堂光

法
人
は
断
じ
て
敢
え
て
圏
垣
を
類
何
せ
ざ
る
を
論
ず
）

、
寧
波
口
外
に
泊
す
る
あ
り
〕

を
以
て

を
攻
む
〕

緒
十
一
年
二
月
十
二
日
）

張
・
広
東
巡
撫
部
院
便
、
明
白
に
暁
諭
し
て
以
て
商
情
を

4２５



八
八
五
年
四
月
二

鰯
南
江
軍
事
補
述

八
八
五
年
四
月
十
七
日
〈
光
緒
十
一
年
一
一
一
月
初
三
日
〉

○
平
安
火
船
被
拘
（
平
安
火
船
、
拘
わ
る
）

○
京
電
訳
要
〔
朝
廷
、
兵
を
休
め
民
を
息
め
る
を
以
て
心
と
為
し
、

○
羊
城
電
音
〔
東
京
に
駐
す
る
の
軍
兵
を
将
て
辺
彊
に
過
回
す
〕

八
八
五
年
四
月
十
六
日
〈
光
緒
十
一
年
一
一
一
月
初
二
日
）

◎
和
戦
務
以
得
才
為
要
請
〈
和
戦
は
務
め
て
才
を
得
る
を
以
て
要
と
為
す
の
論
）

○
東
報
択
録
〔
目
下
の
時
勢
を
以
て
之
を
論
ず
ろ
に
、
も
し
中
法
の
干
戈
息
ま
ず
、
和
議

成
る
な
け
れ
ば
、
法
人
台
湾
を
囲
禁
す
る
の
．
後
に
於
て
、
必
ず
中
国
の
各
口
岸
を
将
て

次
第
に
封
禁
せ
ん
〕

八
八
五
年
四
月
十
一
日
〈

◎
大
有
転
機
（
大
い
に
転

○
過
兵
電
音
（
兵
を
過
く

り
兵
を
退
く
と
定
む
〕

○
幸
脱
虎
口
（
幸
い
に
虎

八
八
五
年
四
月

◎
書
中
法
和
議

○
議
和
続
聞
（

○
法
人
多
事
〔

○
法
人
租
船
〈

○
諒
山
余
聞
〔

○
倫
敦
電
音
〔

を
妥
協
せ
り

○
法
船
行
路
〔
法
国
の
馬
干
戦
船
、

一中法法法和電九

十
日

日
〈
光
緒
十
一
年
二
月
二
十
四
日
）

音
後
〈
中
法
和
議
の
電
音
の
後
に
書
す
）

を
講
す
る
の
続
聞
）

国
議
院
、
現
に
四
要
件
あ
り
て
商
議
す
〕

人
、
船
を
租
る
）

人
の
言
に
拠
る
に
、
法
兵
の
死
者
は
八
十
名
、
傷
者
は
一

法
の
和
局
、
経
に
税
務
司
の
赫
徳
力
め
て
調
停
を
為
し
、

〆向、

光
緒
十
一
年
二
月

機
あ
り
）

の
電
音
）
〔
法
人
、

光
緒
十

口
を
脱
す
）￣

年

十

月
初 日
に
於
て
、

十
六
日
〉

六 一
月
初
一
・
日
に
於
て
、

日
～￣

港
よ
り
動
輪
し
基
隆
に
赴
く

請
う
所
を
傭
允
す
〕

台
湾
及
び
濁
湖
よ

百
名
な
り
〕

巳
に
そ
の
事

－ノ

4２６



一
八
八
五
年
五
月
五
日
（
光
緒
十
一
年
一
一
一
月
二
十
一
日
〉

◎
中
英
有
可
合
之
機
説
く
中
英
は
合
す
べ
き
の
機
あ
る
の
説
）

一
八
八
五
年
五
月
十
四

○
法
人
無
理
（
法
人
、

○
拘
船
続
聞
（
船
を

八
八
五
年
五

○
法
船
赴
彰

○
台
湾
近
間

○
週
員
未
行

○
法
人
残
塁

◎
綜
諸
時
局

八
八
五
年
四

鰯
補
罪
一
言
鍵

○
停
戦
確
電

○
淡
水
捷
聞

○
自
陳
苦
況
〈
自
ら
苦
況
を
陳
ぷ
）
〔
中
国
海
関
の
飛
虎
巡
船
、

○
台
囲
已
解
く
台
囲
Ｐ
己
に
解
か
る
）

八
八
五
年
五
月
十
五
日
〈
光
緒
十
一
年
四
月
初

○
和
約
要
言
〔
そ
の
最
も
大
局
に
関
わ
る
者
、

一
は
趣
に
戌
を
置
く
を
曰
う
〕

八
八
五
年
五
月
十
八
日
〈
光
緒
十
一
年
四
月
初
五
日
）

⑨
漆
室
索
認
〈
三
五
上
人
妄
擬
〉
〔
越
南
は
中
国
の
藩
服
の
邦
と
為
り
、

る
も
、
一
旦
法
人
故
な
く
し
て
之
を
威
す
に
兵
を
以
て
す
〕

○
有
辞
以
対
（
辞
以
て
対
え
る
あ
り
）

月
四
日
（
光
緒
十
一
年
三
月
一
一
十
日
〉

湖
〈
法
船
、
溺
湖
に
赴
く
）

〔
法
船
十
三
艘
、
瀞
湖
に
泊
す
る
あ
り
〕

〈
運
員
、
未
だ
行
か
ず
）

月
二
十
一
日
（
光
緒
十
一
年

一
一
一
一
亘
（
罪
言
蟹
一
一
一
一
百
を
補
う
〉

〔
法
兵
の
死
者
、

￣、

時
局
を
線
論
す

曰
く
光
緒
十

理
を
し
）

拘
う
る
の
鏡

十

約
千

昌一ジ

聞
年
四
月
初
。
一
日
）

、￣

百

餘
人
あ
り

月
初
七
日
）

一
日
）

｜
あ
り
。

{＿'

一
は
紅
河
を
共
に
す
る
を
曰
う
。

法
人
に
捕
捉
せ
ら
る
〕

世

々

職
貢
を
守

4２７



一
八
八
五
年
五
月
二
十
五
日
（
光
緒
十
一
年
四
月
十
二
日
〉

○
京
華
西
簡
〔
中
法
の
和
事
、
尚
お
未
だ
議
を
。
起
さ
ず
〕

○
雲
津
西
簡
〔
中
朝
の
各
言
官
、
簡
約
を
以
て
拾
わ
ず
と
為
す
〕

○
和
議
訳
聞

八
八
五
年
六
月
四
日
（
光
緒
十
一
年
四
月
二
十
一
一
日
〉

◎
論
溝
湖
険
要
〈
瀞
湖
の
険
要
を
論
ず
）

⑮
鎖
海
中
法
軍
営
往
来
文
件
棄
録
（
鎮
海
の
中
法
軍
営
の
往
来
の
文
件
彙
録
）

八
八
五
年
五
月
三
十
日
（
光
緒
十
一
年
四
月
十
七
日
〉

。
法
怨
宰
臣
花
利
確
証
説
（
法
は
宰
臣
花
利
を
怨
む
の
確
証
あ
る
の
説
）

八
八
五
年
五
月
二

．
古
今
患
綜
論

○
和
阻
続
聞
（
和

○
津
沽
近
事
〔
法

○
中
法
近
耗
〔
中

八
八
五
年
五

③
諒
山
戦
事

○
議
和
秘
密

○
和
阻
潭
電

○
議
約
電
音

○
要
電
両
則

○
閏
事
紀
要
〔
所
有
ゆ
る
間

せ
て
暫
く
停
戦
を
行
う
〕

○
淡
水
日
記
〔
一
法
船
の
道

○
議
約
已
成
〈
議
約
、
巳
に

月
二
十
日
（
光
緒
十
一
年
四
月
初
七
日
〉

虚
実
辨

〈
和
阻
ま
る
の
津
電
〉
〔
笈
笈
と
し
て
中
変
の
憂
い
あ
り
〕

〔
李
傅
相
ま
た
巴
公
使
と
会
議
し
、
熟
商
す
る
こ
と
数
四
〕

〔
中
法
両
国
の
草
約
は
已
に
諒
山
撤
兵
前
の
両
点
鐘
の
時
に
於
て
画
押
す
〕

阻
ま
る
の
続
聞
〉

便
の
巴
特
納
、
李
傅
相
と
往
来
す
．
る
も
醤
だ
秘
密
た
り
〕

法
議
和
の
事
に
至
っ
て
は
、
現
に
未
だ
接
到
せ
ず
〕

十
日
（
光
緒
十

港
の
中
法
の
鉄
艦

淡
水
を
経
る
あ
り
〕

成
る
）

年
四
月
初
八
日
）

兵
輪

砲
塁

砲
船
は
倶
に
白
旗
を
升

4２８



一
八
八
五
年
六
月
十
九
日
〈
光
緒
十
一
年
五
月
初
七
日
）

◎
中
法
詳
約
書
後
〈
中
法
詳
約
し
て
後
に
脅
す
〉

○
惨
無
人
理
〈
惨
ま
し
く
も
人
理
な
し
〉

八
八
五
年
六
月
十
日
〈
光
緒
十
一
年
四
月
二
十
八
日
）

◎
書
本
報
中
法
議
和
信
息
後
（
本
報
の
中
法
議
和
の
信
息
の
後
に
害
す
）

○
津
門
近
耗
〔
中
法
の
事
、
業
に
己
に
議
妥
す
る
も
惟
だ
未
だ
画
押
せ
ざ
る
の
み
〕

八
八
五
年
六

．
続
時
務
策

○
中
法
和
電

八
八
五
年
六
月
八
日
（
光
緒
十
一
年
四
月
二
十
六
日
）

◎
時
務
策

○
法
船
書
聚
〔
法
国
の
戦
船
四
艘
、
、
鎮
海
に
駐
る
あ
り
〕

八
八
五
年
六
月
十
二
日
（
光
緒
十
一
年
四
月
一
一
一
十
日
〉

◎
諒
山
勝
仗
指
証
説
（
諒
山
の
勝
仗
を
指
証
す
る
の
説
）

○
京
師
紀
要
〔
法
人
擬
す
る
所
の
条
約
十
條
は
前
報
に
載
せ
た
り
。
内
に
三
篠
は
中
国
允

許
す
る
能
わ
ず
等
の
因
あ
り
〕

○
老
臣
憂
思
〔
此
の
次
の
中
法
の
議
和
、
中
国
の
戦
臣
は
皆
心
に
悦
ば
ず
〕

八
八
五
年
六
月
二
十
日
〈
光
緒
十
一
年
五
月
初
八
日
）

◎
三
続
時
務
策
（
時
務
策
を
一
一
一
続
す
）

八
八
五
年
六
月
十
七
日
〈
光
緒
十

．
再
読
時
務
策
（
時
務
策
を
再
読

○
和
局
大
定
（
和
局
、
大
い
に
定

○
評
論
法
事
〈
法
事
を
評
論
す
）

○
法
帥
云
亡
（
法
帥
、
亡
ぶ
と
云

月
十
一
日
（
光
緒
十
一
年
四
月

〔
中
法
の
和
約
は
業
に
己
に
画
押
す
〕

十
一
年
五
月
初
．
五
日
〉

銃
す
）

定
ま
る
）

う
、￣

十
九
日

－戸
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八
八
五
年
六
月
二
十
二
日
〈
光
緒
十
一
年
五
月
初
十
日
〉

◎
四
鏡
時
務
策
（
時
務
策
を
四
続
す
）

○
赴
越
委
員
回
華
（
趣
に
赴
く
の
委
員
、
華
に
回
る
〉

八
八
五
年
六
月
二
十
六
日
〈
光
緒
十
一
年
五
月
十
四
日
）

◎
論
詳
約
与
章
約
異
同
〈
詳
約
と
草
約
の
異
同
を
論
ず
）

八
八
五
年
七
月
八
日
〈
光
緒
十
一
年
五
月
二
十
六
日
）

⑳
勝
法
補
記
〈
法
に
勝
つ
の
補
記
・
〉

⑲
細
述
取
回
基
隆
情
形
（
基
隆
を
取
回
す
る
の
情
形
を
細
述
す
〉

○
軍
門
忠
勇

八
八
五
年
六
月
二
十
一
一
一
日
（
光
鐸

◎
五
続
時
務
策
（
時
務
策
を
五
塗

○
法
艦
無
理
〈
法
艦
、
理
な
し
〉

○
寄
諭
風
傳
〔
前
に
虜
・
す
る
平
圭

○
法
人
好
謀
〔
法
の
水
師
提
督
孤
抜
並
び
に
諸
水
師
官
員
、

盤
踞
す
べ
き
を
請
う
〕
。

八
八
五
年
七

○
法
兵
多
病

○
法
船
赴
越

八
八
五
年
六
月
二
十
五
日
（
光
緒

◎
六
続
時
務
策
（
時
務
策
を
六
続

○
台
度
要
録
〔
間
洋
の
各
商
船
、

○
追
思
法
督
（
法
督
を
追
思
す
〉

八
八
五
年
八
月 月
十
五
日
〈
光
緒
十
一
年
六
月
初
四
日
）

￣、

法
船
、

＝へ

趣
に
赴
く
）

光
緒
十

緒
十
一
年
五
月
十
一
日
〉

続
す
〉

安
輪
船
の
弁
勇
七
百
餘
人
を
将
て
全
数

￣

十
一
年
五
月
十
三
日
）

す
〉

去
年
法
人
の
劫
掠
を
被
る
看
、

年

一
ハ
月
二
十

日
、一声

法
廷
に
永
遠
に
獅
湖
一
島
に

大
小
約
数
十
艘

還
す
る
を
允
す

￣』

－'
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一
八
八
五
年
九
月
二
十
八
日
（
光
錯
十
一
年
八
月
二
十
日
）

○
教
民
近
耗
〔
越
南
の
教
民
、
現
に
尚
お
未
だ
安
堵
を
獲
ず
〕

一
八
八
五
年
八
月
二
十
五
日
〈
光
緒
十
一
年
七
月
十
六
日
）

◎
綜
論
亜
細
亜
洲
時
局
続
録
〈
選
録
華
洋
新
報
〉
〈
亜
細
亜
洲
の
時
局
を
線
論
す
る
の
続

録
）

八
八
五
年
九
月
十
七
日
（
光
緒
十
一
年
八
月
初
九
日
〉

○
東
京
乱
耗
〔
是
の
処
の
士
人
、
西
教
を
泰
ず
る
者
と
互
相
に
械
門
す
〕

八
八
五
年
九
月
九
日
（
光
緒
十
一
年
八
月
初
一
日
）

○
釈
放
法
兵
〈
法
兵
を
釈
放
す
〉

八
八
五
年
九
月
三
日

◎
善
後
策
裕
飽
第
三

八
八
五
年
八
月
一
一
十
三
日
（
光
緒
十
一
年
七
月
十
四
日
）

◎
綜
論
亜
細
亜
洲
時
局
（
亜
細
亜
洲
の
時
局
を
線
論
す
）

八
八
五
年
八
月
二
十

．
善
後
策
設
防
第
二

八
八
五
年
九
月
二
日
（
光
緒
十
一
年
七
月

○
越
事
未
己
（
越
事
、
未
だ
已
ま
ず
）

八
八
五
年
八
月
四
日
（
光
緒
十

．
善
後
策
設
官
第
一

◎
和
局
既
定
宜
亟
簿
善
後
事
宜
総
論
〈
選
録
申
報
〉

に
善
後
の
事
宜
を
霧
る
べ
き
の
総
論
）

（
光
緒
十
一
年
七
月

日
（
光
緒
十
一
年
七
月
十

年
六
月

十
五
日
）

十
四
日

十
四
日
）

、￣

日 （
和
局
既
に
定
ま
れ
ば
宜
し
く
亟
か

昌一〆
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蟻八
八
四
年
五

．
論
中
法
両

②
北
寧
戦
務

鰯
存
問
隣
交

○
基
隆
捷
報

八
八
四
年
十
月

八
八
四
年
五
月
八
日
〈
光
緒
十
年
四
月
十
四
日
）

◎
禦
法
管
見
（
法
を
禦
ぐ
の
管
見
）

◎
論
法
兵
中
計
（
法
兵
計
に
中
ろ
を
論
ず
）

③◎八

収論論八

復ず中四
一ルー〆匡『だ＝

八
八
四
年
四
月
十
九

④
安
南
副
提
督
告
示

○
気
球
到
越
（
気
球
、

◎
論
劉
提
督
墓
苗
禦

八
八
四
年
四
月
十
八

⑨
越
南
割
提
督
戦
嘗

◎
論
法
人
窮
兵
（
法

④
法
人
述
黒
旗
勇
略

○
西
報
訳
録 ilil北
寧
確
聞
〈
北
寧
を
収
復
す
る
の
確
聞
）

年
五
月
七
日
（
光
緒
十
年
四
月
十
三
日
〉

国
宜
堅
拒
法
人
賠
償
之
請
（
中
国
は
宜
し
く
法
人
の
賠
償
の
請
を
堅
拒
す
べ
き
を

篝図録国月

説間外九

：

十
日

日
（
光
緒
十
年
四
月
十
五
日
）

助
無
人
（
中
法
両
国
は
外
助
に
人
な
き
を
論
ず
）

〈
隣
交
を
存
問
す
る
の
図
説
〉

趣
に
到
る
〉

敵
（
副
提
督
の
苗
を
募
り
て
敵
を
蕊
ぐ
を
論
ず
）

人
兵
に
窮
す
る
を
論
ず
〉

（
法
人
、
黒
旗
の
勇
略
を
述
べ
る
）

日

日
（
光
緒
十
年

Ｐ

￣、 ￣、 …
…
…

光
緒
十
年
九
月
初

光
緒
十
年

月

月
二
十十
四
日
〉

日
～ジ 日

、￣
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一
八
八
四
年
十
月
二
十
五
日
（
光
緒
十
年
九
月
初
七
日
〉

②
字
林
報
論
中
法
事
（
字
林
報
、
中
法
の
事
を
論
ず
）

○
勝
法
記
聞
（
法
に
勝
つ
の
記
聞
）

八
八
四
年
十
月
二
十
六
日
（
光
緒
十
年
九
月
初
八
日
〉

ｏ
越
南
戦
電
〔
中
歴
八
月
二
十
一
一
・
一
一
十
三
日
、
中
法
両
軍
、

○
法
人
軍
実

八
八
四
年
十
月
二
十
二
日
（
光
緒
十
年
九
月
初
四
日
）

◎
論
法
人
窺
同
台
湾
〈
法
人
台
湾
を
窺
伺
す
る
を
論
ず
）

鋤
淡
水
戦
事
詳
述

八
八
四
年
十
月
二
十
一
日
〈
光
緒
十
年
九
月
初
一
一
一
日
〉

◎
講
中
朝
宜
固
守
北
洋
〈
中
朝
宜
し
く
北
洋
を
固
守
す
べ
き
を
論
ず
）

②
賞
慨
将
士
図
説
〈
将
士
を
賞
樋
す
る
の
図
説
〉

○
淡
水
捷
音

八
八
四
年
十
月
一
一
十
三
日
（
光
緒
十
年
九
月
初
五
日
）

◎
論
交
隣
有
道
〈
交
隣
に
道
あ
る
を
論
ず
）

○
洞
悉
敵
情
（
敵
情
を
洞
悉
す
）

○
華
人
逃
工
〈
華
人
、
工
を
逃
れ
る
）
〔
日
前
、
法
国
の
郵
船
文
斯
刺
、

る
あ
り
。
船
上
の
華
工
の
髄
を
鶴
い
て
逃
げ
る
者
、
二
十
一
人
〕

八
八
四
年
．
十
月
二
十
四
日
（
光
緒
十
年
九
月
初
・
六
日
〉

○
法
人
顎
武
〈
法
人
、
武
を
顛
廠
す
）

②
温
乱
詳
述
〔
先
に
無
頼
の
輩
、
三
五
群
を
成
し
、
礼
拝
堂
の
門
首
に
至
る
〕

○
欲
解
兵
端
〈
兵
端
を
解
か
ん
と
欲
す
）

●

③
立
一
一
一
一
百
得
体
〈
立
言
体
．
一
一
一
一
一
」
｜
得
る
〉

◎
論
法
人
有
思
和
之
意
（
法
人
和
を
思
う
の
意
あ
る
を
論
ず
）

路
南
河
上
遊
に
遇
う
〕

横
浜
に
駐
泊
す

4３３



一
八
八
四
年
十
月
二
十

○
先
声
奪
人
〈
先
声
、

③
侯
相
出
京
図
説
（

◎
論
璽
垣
近
日
民
心

八
八
四
年
十
一
月
一
日
（
光
緒
十
年
九
月
十
四
日
）

○
法
人
電
報
〔
中
国
の
諒
山
に
駐
屯
す
る
の
兵
、
法
兵
と
交
戦
す
る
こ
と
数
次
〕

○
淡
水
記
聞
〔
現
に
法
人
並
え
て
動
静
な
し
〕

○
法
使
侍
強
（
法
便
、
強
を
侍
む
）

八
八
四
年
十
一
月
二
日
〈
光
緒
十
年
九
月
十
五
日
〉

④
台
北
戦
事
詳
述
〔
法
船
、
我
が
軍
の
退
却
す
ろ
を
見
て
、

八
八
四
年
十
月
一
一
一
十
一
日
〈
光
緒
十
年
九
月
十
三
日
）

○
台
湾
紀
略
〔
現
に
法
人
は
台
湾
の
一
孤
島
を
以
て
簿
餉
頗
る
難
し
〕

○
軍
精
読
誌
〔
基
隆
・
渥
尾
の
両
処
に
法
人
の
戦
船
陸
続
と
し
て
開
往
す
〕

○
東
京
紀
略
〔
法
兵
傷
を
受
く
る
者
、
多
く
し
て
一
千
二
百
餘
名
に
至
る
〕

八
八
四
年
十
月
三

⑨
続
録
福
州
開
戦

○
戦
意
甚
堅
（
戦

⑨
法
酋
孤
抜
図
説

⑧
教
案
詳
述
〔
温

八
八
四
年
十
月
二

③
福
州
開
戦
前
後

◎
禦
敵
浅
説
（
敵

③
淡
水
勝
仗
指
証

○
俄
使
勧
和

￣￣

俄
使
、州
教
堂
及
び
海
関
を
焚
毅
す
る
の
一
事
〕

十
日
（
光
緒
十
年
九
月
十
二
日
〉

前
後
細
情
〈
福
州
開
戦
前
後
の
細
情
を
続
録
す
）

意
、
甚
だ
堅
し
）

を細十

禦情九

七
日
（
光
緒
十

．
人
望
ご
奪
う
）

侯
「
相
京
を
出
る

静
譲
（
璽
垣
は

ぐ
の
浅
説
）

和
を
動
む
〉

日
（
光
緒
十
年
九
月
十
一
日
〉

の
図
説
〉

近
日
民
心
静
譲
な
る
を
論
ず
）

年
九
月
初
九
日
）

遂
に
勢
い
に
乗
じ
て
陸
兵
を

４３４



一
八
八
四
年
十
一
月
八
日
〈
光
緒
十
年
九
月
二
十
一
日
〉

◎
論
用
賢
無
方
（
費
を
用
う
る
に
方
ま
き
を
論
ず
〉

⑳
綾
陳
軍
務
（
軍
務
を
總
陳
す
）

八
八
四
年
十
一
月

○
越
南
近
耗
〔
郡

ぱ
、
須
ら
く
趣

③
淡
水
戦
事
詳
述

◎
論
法
人
封
禁
台

○
侯
相
抵
寧
憎
形

○
勇
躍
損
餉
（
舅

損
す
る
あ
り
〕

八
八
四
年
十

・
論
越
南
卒

○
添
兵
大
挙

⑨
捷
音
読
録

ｏ
砲
船
修
復

○
法
人
増
兵

八
八
四
年
十
一
月
一
一
一
日
〈
光
緒

◎
講
中
法
近
事
（
中
法
の
近
事

○
大
軍
赴
閤
（
大
軍
、
閏
に
赴

○
基
隆
近
耗
〔
法
兵
、
現
に
基

。
禦
砲
説
（
砲
を
蕊
ぐ
の
説
〉

○
中
兵
赴
台
〈
中
兵
、
台
に
赴

将
て
小
船
に
戟
入
し
て
上
岸
す
〕

③
捷
音
補
録
〔
淡
水
法
に
勝
つ
の
情
形
〕

○
法
人
請
詐
〈
選
録
申
報
〉
。

一
月
四
日
〈

底
平
定
（
趣

く
兵
を
添
じ

〔
東
京
の
捷

湾
口
岸
之
非
（
法
人
の
台
湾
ロ
岸
を
封
禁
す
る
の
非
を
論
ず
〉

詳
誌
〈
侯
相
の
寧
に
低
ろ
の
情
形
の
詳
誌
）

曙
し
て
館
を
指
す
）
〔
大
阪
と
急
境
の
両
処
、
現
に
華
商
の
軍
餉
を
勧

五
日
（
光
緒
十
年
九
月
十
八
・
日
〉

到
せ
る
劉
爵
帥
の
軍
報
に
、
法
人
現
に
全
力
を
以
て
台
湾
を
攻
撃
ず
れ

南
に
於
て
開
仗
し
、
以
て
そ
の
勢
を
分
っ
ぺ
し
と
調
う
〕

－て南光

元
緒
十
年
九
月
十
七
日
〉

関
は
卒
底
に
平
定
す
る
を
論
ず
）

〉
」
大
挙
す
）

赴
く
）

十
年
九
月
十
六
日
〉

を
論
ず
）

ン
、
〉

瞳
沿
海
の
辺
地
に
在
り
〕
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一
八
八
四
年
十
一
月
九

○
福
州
封
港
（
福
州

○
侯
相
将
臨
（
侯
相

◎
有
感
而
言
（
感
じ

閏
江
を
攻
撃
す
〕

○
法
願
行
成
〈
法
、

⑨
管
帯
漸
江
温
州
磐

を
管
帯
す
る
の
王

八
八
四
年
十
一
月
十
三
日
（
光
挙

◎
機
会
可
乗
〈
機
会
乗
ず
ぺ
し
）

◎
論
行
軍
間
道
宜
備
（
行
軍
の
函

○
援
間
消
息
（
間
を
援
く
の
消
菌

③
英
報
論
間
河
之
戦
（
英
報
、
函

八
八
四
年
十

○
安
南
近
事

○
和
議
伝
聞

◎
論
戦
具
宜

○
和
議
難
成

◎③。◎◎八

戦申請霧禦八

守報法防法四

並訳謀論條年

○
間
人
公
債
〔
間
人
、
張
幼
帥
を
都
察
院
に
控
う
る
あ
り
〕

⑬
西
報
論
法
弁
軍
報
（
西
報
、
法
弁
の
軍
報
を
論
ず
）

深
遼
（
法
の
謀
は
深
遼
な
る
を
論
ず
）

西
報
論
法
外
部
大
臣
意
〈
申
報
、
西
報
に
法
外
部
大
臣
の
意
を
論
ず
る
を
訳
す
）

用
説
（
戦
守
並
び
に
用
い
る
の
説
〉

十
一
月
十
日
（
光
緒
十
年
九
月

陳
〈
法
を
蕊
ぐ
の
條
陳
）

精
（
戦
具
宜
し
く
精
な
る
べ
き
を
論
ず
）

（
和
議
成
り
難
し
）

一
月
十
二
日
（
光
緒
十
年
九
月
二
十
五
日
〉

〔
八
月
初
旬
よ
り
起
り
、
中
法
両
．
国
の
官
兵
交
戦
し
て
停
ま
ず
〕

九
日
（
光
緒
十
年
九
月
二
十
二
日
）

州
、
港
を
封
ず
）

相
、
将
に
臨
ま
ん
と
す
）

じ
て
言
う
あ
り
〉
〔
向
に
福
州
の
役
に
、

行
成
を
願
う
）

石
砲
台
王
守
戎
熊
彪
上
福
建
何
制
軍
票
（
漸
江
温
州
の
磐
石
の
砲
台

守
戎
熊
彪
よ
り
福
建
の
何
制
軍
に
上
る
の
粟
）

の
間
道
は
宜
し
く
傭
う
べ
き
を
論
ず
）

消
息
）

闘
河
の
戦
を
論
ず
）

緒
十
年
九
月

十

十

六

日
一一

日
、￣

法
は
七
千
噸
の
鉄
船
を
以
て
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一
八
八
五
年
一
月
十
八
日
（
光
緒
十
年
十
二
月
初
三
日
）

◎
論
法
無
能
為
（
法
は
為
す
能
う
な
き
を
論
ず
〉

○
法
人
究
謀
〈
法
人
、
課
を
究
む
）
〔
日
本
報
に
云
う
。

一
八
八
五
年

◎
越
臣
論

○
法
兵
逃

○
関
外
捷

○
告
捷
電

八
八
五
年
一
月
十
七
日
（
光
緒
十
年
十
二
月
初
一
一
日
）

◎
宜
節
用
以
助
軍
餉
説
（
宜
し
く
節
用
し
て
以
て
軍
飽
を
助
く
べ
き
の
説
〉

Ｏ
法
人
虚
声

八
八
四
年
十

○
法
兵
敗
降

○
天
佑
中
国

③
西
報
論
大

○
台
湾
近
事

八
八
四
年
十
一
月
十
五
日
〈
光
緒
十
年
九
月
二
十
八
日
）

③
録
基
隆
庁
梁
上
台
湾
道
菓
稿
〈
基
隆
庁
の
梁
よ
り
台
湾
道
に
上
る
の
稟
稿
を
録
す
〉

○
基
隆
又
開
仗
（
基
隆
ま
た
開
仗
す
）

八
八
四
年
十
一
月

◎
外
海
水
師
末
議

慰
孫
庚
堂
軍
門
致

○
稽
査
教
業
（
教

の
教
堂
の
物
業

音音遁

一
月
十
六
日
（
光
緒
十
年
十

〈
天
、
中
国
を
佑
く
）

局
（
西
報
、
大
局
を
．
論
ず
）

〔
法
人
の
台
湾
各
口
を
将
て
封
禁
す
る
の
後
よ
り
、

〔
法
の
兵
頭

月
十
六
日
〈
光
緒
十
年
九
月

彰
紀
南
軍
門
書
（
孫
庚
堂
軍
門
よ
り
彰
紀
南
軍
門
に
致
す
の
書
）

業
を
稽
査
す
）
〔
零
憲
、
中
法
和
を
矢
う
を
以
て
、
法
国
に
属
す
る
所

は
、
例
と
し
て
応
に
一
併
に
査
封
し
、
以
て
居
民
の
側
目
を
免
る
ぺ
し
〕

十
四
日

戸へ

名
や

光
緒
十
年
九
月

教
匪
数
十
名
を
檎
獲
す

月
初
一
日
〉

十
九
日

十
七
日
）

～〆

現
に
聞
く
に
、

－'

道
路
の
週日
な
ら
ず
し
て

紛
如
た
り

－ノ
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一
八
八
五
年
一
月
十
九
日
二
光
緒
一

．
論
兵
貴
神
速
〈
兵
は
神
速
を
畢

○
法
人
嚢
状
〔
法
人
の
台
湾
を
西

○
法
軍
志
巌
（
法
軍
の
志
霞
す
）

◎
援
台
勗
見
（
台
を
援
く
の
舞
白

八
八
五
年
一
月
一
一
十
一
一
一
日
〈
光
緒
十
年
十
二
月
初
八
日
）

○
旅
防
肇
固
〔
私
に
謂
う
に
、
法
人
若
し
旅
順
を
攻
取
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、

を
用
い
、
住
く
る
に
大
慧
の
水
師
を
以
て
せ
さ
れ
ば
不
可
な
り
〕

◎
訳
東
京
重
信
書
後
（
東
京
の
軍
信
を
訳
し
て
後
に
書
す
〉

八
八
五
年
一
月
二
十
一
一
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
初
七
日
〉

○
海
防
西
簡
〔
黒
旗
の
兵
、
日
に
嘉
刺
河
に
在
り
て
法
人
を
戯
致
す
〕

◎
越
高
二
事
不
同
説
（
越
高
の
二
事
は
同
じ
か
ら
ざ
る
の
説
〉

⑬
Ｔ
和
克
書
く
丁
和
克
の
書
）
〔
昨
ご
ろ
瀝
報
の
丁
和
克
痛
笑
し
て
台
湾
を
救
わ
ん
こ
と

を
請
う
の
一
書
を
覧
る
〕

八
八
五
年
一

○
法
船
赴
台

○
華
兵
赴
台

◎
越
戦
問
答

八
八
五
年
一
月
二
十
日
〈
光
緒
十
年
十
二
月
初
五
日
）

③
請
開
実
官
指
輪
摺
稿
〈
実
官
の
指
輪
を
開
か
ん
こ
と
を
請
う
の
摺
稿
）

◎
論
援
台
之
師
緩
（
台
を
援
く
の
師
は
綴
す
な
き
を
論
ず
〉

◎
書
日
人
論
台
湾
後
（
日
人
の
台
湾
を
論
ず
る
の
後
に
書
す
〉

将
に
・
法
国
の
戦
船
二
艘
、
駅
し
て
高
麗
に
往
か
ん
と
す
、
と
。
此
の
説
果
し
て
確
か
な

れ
ば
、
法
人
ま
た
高
国
の
乱
に
乗
じ
て
以
て
華
船
を
撃
た
ん
と
欲
す
る
な
り
〕

○
法
人
窺
響
（
法
人
、
・
薯
を
窺
う
〉

月
二
十

〈
法
船
、

（
華
共
、

曰
く
光
緒
十
年
十

台
に
赴
く
）

台
に
赴
く
〉

十
年
十
二
月
初
四
日
〉

貴
ぷ
を
論
ず
〉

囲
困
す
る
や
、
船
少
な
く
兵
微
し
〕

見
、－〆

月
初
六
日
）

陸
兵

六

千
人
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◎。◎○．八

書論に書法論八

兵富書本人中五

韓国す報計曰年
土Ｌヴー、一己4＝毎冨′害デー＿

八
八
五
年
一
月
二
十
六
日
（
光
緒
十

○
法
人
言
法
（
法
人
、
法
を
一
言
う
〉

◎
和
日
戦
法
説
（
日
と
和
し
法
と
戦

八
八
五
年
一
月
二
十
七
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
十
二
日
〉

○
河
内
郵
音
〔
邇
来
、
中
法
両
軍
、
東
京
の
接
壌
の
処
に
分
駐
し
、
屡
々
小
戦
あ
り
〕

◎
援
台
必
克
論
〈
台
を
援
け
れ
ば
必
ず
克
つ
の
論
）

○
東
京
近
信
〔
昨
ど
ら
法
兵
五
千
名
、
法
国
よ
り
載
せ
て
東
京
に
到
る
あ
り
〕

○
法
人
近
耗
〔
中
法
両
軍
、
日
間
東
京
に
在
れ
ば
、
必
ず
将
に
ま
た
一
場
の
血
戦
あ
ら
ん
〕

八
八
五
年
一

○
台
湾
捷
報

⑭
呉
溌
防
務

○．○○八

攻基論法す河八

む陸先人一内五

一戦霧暴

年
一
月
一
一
十
八
日
〈
光
緒
十
年
十
一
一
月
．
十
三
日
〉

鴻
音
〔
刻
下
、
中
法
両
軍
の
東
京
に
駐
す
る
や
均
し
く
皆
壁
を
堅
く
し
塁
を
固
く

在
於
除
弊
（
富
国
は
弊
を
除
く
に
在
る
を
論
ず
）

赴
台
信
後
（
兵
輪
台
に
赴
く
の
信
の
後
に
書
す
）

一
月
二
十
四
日
（
光
緒

宜
和
（
中
日
は
宜
し
く

露
〈
法
人
の
計
窮
る
）

昨
録
津
電
法
人
議
和
後

欽鏑
而
後
増
兵
（
先
に
鮪
を
篝
り
て
後
に
兵
を
増
す
を
論
ず
）

耗
〔
某
日
、
法
人
兵
五
旅
を
以
て
住
き
て
基
隆
に
付
近
す
る
の
華
人
の
砲
台
を

策
要

月
二
十
九
日
（
光
緒
十
年
十

〆、

選
録
申
報

後
（
本
報
咋
ご
ろ
録
せ
る
津
電
の
法
人
和
を
議
す
る
の
後

、〆

十
年
十
二
月
初
九
日
）

和
す
べ
き
を
論
ず
）

う
の
説
）

年
十

月
十
四
日
）

月
十

日
～＝
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八
八
五
年
一
一
月
三
日
（
光
繕
十
年
十
一
一
月
十
九
日
〉

◎
論
噌
省
勧
揖
宜
増
抽
田
税
不
宜
再
抽
房
租
（
蜜
省
の
勧
揖
は
宜
し
く
田
税
を
増
抽
す
べ

く
し
て
宜
し
く
再
び
房
租
を
柚
す
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
）

◎
論
法
軍
逃
徒
（
法
軍
の
逃
徒
す
る
を
論
ず
）

八
八
五
年

八
八
五
年
二
月
一
一
日
（
光
緒
十
年
十
二
月
十
八
・
日
〉

◎
撹
船
援
台
不
宜
再
遅
説
（
船
を
焼
し
て
台
を
援
く
は
宜
し
く
再
び
遅
ら
す
ぺ
か
ら
ざ
る

の
説
）

八
八
五
年
二
月
一
日
〈
光
緒
十
毎

．
論
法
有
憾
華
之
意
（
法
は
華
全

③
再
続
呉
搬
防
務
策
要
（
再
び
垣

◎
台
援
益
不
可
綬
説
（
台
援
は
寒

○
訳
録
法
報
〈
法
報
を
訳
録
す
）

◎
講
中
法
戦
事
瀞
移
（
中
法
の
露

八
八
五
年
一

．
法
語
之
言

○
将
士
離
心

う
に
因
り

③
日
人
論
台

八
八
五
年
一
月
三
十
日
（
光
繕
十
年
十
二
月
十
五
日
）

◎
書
淡
水
要
信
後
（
淡
水
の
要
信
の
後
に
脅
す
）

③
接
録
呉
淑
防
務
策
要
（
呉
蝋
防
務
策
要
を
接
録
す
）

◎
法
事
問
答

○
法
人
大
困
（
法
人
、
大
い
に
困
し
む
）

月
五
日
（
光
緒
十
年
十

（
将
士
、
心
を
雛
る

在
在
に
兵
を
需
む
〕

湾
（
日
人
、
台
湾
を

月
三
十

日
（
光
緒
十
年
十

戦
事
の
瀞
移
を
論
ず
・
〉

年
十
二
月
十
七
日
）

を
擦
る
の
意
あ
る
を
論
ず
〉

呉
溢
防
務
策
要
を
続
け
る
）

益
々
綴
す
べ
か
ら
ざ
る
の
説
）

論
ず

－戸

〔
目
今
、

月
～〆

月
十十 法
は
亜
洲
に
事
あ
り
て
台
を
封
じ
趣
と
戦

六日
、￣ 日

、－牙
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八
八
五
年
二
月
九
日

○
開
戦
伝
聞

◎
諸
土
民
不
宜
作
漠

○
援
兵
到
台
（
援
兵
、

八
八
五
年
一
一
月
六
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
一
一
十
二
日
）

○
京
信
述
法
事
〈
京
信
令
法
事
を
述
ぶ
）

○
台
湾
消
息
〔
台
南
は
前
月
に
於
て
夏
門
よ
り
送
解
せ
る
の
軍
餉
軍
械
に
接
到
す
〕

八
八
五

③
間
塗

菓
）

◎
評
塁

○
知
塗

○
確
壺

○
法
‐

八
八
五
年
二
月
八
日
（
光
緒
十
年
十

○
兵
艦
赴
間
（
兵
艦
、
間
に
赴
く
）

③
西
人
擬
策
〔
某
西
人
の
擬
策
六
・
條

○
法
兵
赴
越
（
法
兵
、
越
に
赴
く
）

○
淡
水
近
間
〔
該
埠
、
海
外
に
孤
懸

○
法
人
残
暴

◎
中
国
足

○
再
議
封

鰯
火
器
考

◎
用
間
出

浪
戦
は

量
勝
負

難
而
退

実
捷
音

人
大
欲

五
年
一
一
月
七
日
（
光
緒
十
年
十
一
一
月
一
一
十
三
日
）

省
藷
紳
耆
挽
留
左
爵
閣
東
渡
真
（
間
省
の
藷
紳
書
、

奇
説
（
間
を
用
い
て
奇
を
出
す
の
説
）

策
に
非
ら
ず
〕

以
勝
法
説
（
中
国
は
以
て
法
に
勝
つ
に
足
る
の
説
）

口
（
再
び
封
口
を
議
す
）

￣、戸■、

勝
負
を
評
量
す
）

難
を
知
り
て
退
く

好
〈
土
民
は
宜
し
く
漠
好
と
作
す
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
〉

台
に
到
る
）

￣､

光
緒
十
年
十 係
は
中
法
の
和
好
を
し
て
旧
の
如
く
せ
し
む
く
し
〕

６

十
二
月

閂￣

し
、

月

内
地
の
各
事
に
於
て
は

十
五
日
）

十
・
四
日
） 〔
今
日
、

左
爵
閣
の
東
渡
を
挽
留
す
る
の

法
酋
を
制
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、

と
し
て
聞
く
所
な
し
〕
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一
八
八
五
年
二
月
一
一
十
六
日
〈
光
緒

○
上
海
要
電
〔
日
前
、
伝
説
紛
如

国
戦
礎
の
水
雷
を
用
い
て
撃
沈

○
法
人
示
戦
（
法
人
、
戦
を
示
す

○
決
舎
基
隆
（
基
隆
を
舎
て
る
を

◎
法
人
無
礼

一
八
八
五
年
二
月
二
十
五

⑨
擬
収
復
東
京
賀
表
〈

○
宣
光
大
捷

○
飛
電
告
捷
（
飛
電
、

ｏ
法
兵
受
傷
く
法
兵
、

◎
論
中
法
近
日
惰
形
（

八
八
五
年
二

．
擬
築
砲
台

○
増
兵
伝
聞

○
法
人
暴
飲

○
東
京
軍
信

○
西
貢
近
耗

二
十
五
日

○
諒
山
失
守

八
八
五
年
二
月
二
十
七
日
（
光
緒
十

○
法
船
到
台
（
法
船
、
台
に
到
る
）

⑬
基
陸
戦
事
詳
記

八
八
五
・
年
二

○
台
事
択
要

る
あ
り
〕

月
二
十
八
日
〈
光
緒
十
一
年
一
月
十
四
日
〉

説
く
擬
し
て
砲
台
を
築
か
ん
と
す
る
の
説
）

〔
法
提
督
の
尼
機
利
亜
、
軍
兵
萬
人
を
統
率
し
、
…
諒
山
に
進
攻
す
〕

〔
西
貢
を
距
た
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
の
処
に
村
落
の
鶴
門
と
名
づ
く
る
あ
り
、

に
於
て
、
乱
党
の
放
火
焚
毅
す
る
を
被
る
〕

続
聞
〈
諒
山
守
を
失
う
の
続
聞
〉

月
十
日
〈
光
緒
十
年
十
二
月
二
十
六
日
〉

〔
十
三
日
、
淡
水
信
息
に
調
う
。
法
船
二
艘
、

中傷捷

法をを

の受告

近くぐ
□～■、－

日
（
光
緒
十
一
年
一
月
十
一
日
〉

選
録
華
字
日
報
〉
〈
擬
し
て
東
京
を
収
復
せ
ん
と
す
る
の
賀
表
〉

決
す 一すた十

日
の
惰
形
を
論
ず
）

一
年
一
月
十
二
日
）

り
。
中
国
、
法
船
二
艫
、
上
洋
の
海
面
に
在
り
て
法

る
を
被
る
等
の
語
あ
り
と
請
う
〕

￣

年
～〆

￣

月
十

日
～〆

経
に
己
に
啓
行
し
て
他
往
す
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一
八
八
五
年
一
二
月
二

②
基
隆
軍
事
詳
述

○
京
電
節
要
〔
馬

○
省
垣
近
事
〔
省

一
八
八
五
年
一
一
一
月
一
二
日

。
閲
基
陸
戦
務
書
後

◎
論
東
響
設
防
之
厳

ｏ
越
南
電
信
〔
去
歳

法
軍
と
血
戦
す
〕

○
地
揖
近
間
〔
客
冬

に
論
を
領
ち
、
各

分
を
抽
し
、
以
て

◎
書
本
報
諒
山
驚
耗

八
八
五
年
三

○
毒
天
郵
音

彊
を
擾
嬢

○
法
国
近
事

を
致
す
〕

○
風
鶴
虚
驚

至
り
、
上

◎
論
宣
光
之

◎
中
必
勝
法

○
法
人
大
言

○
法
人
不
法

○
台
事
棄
録
〔
三
人
、
基
權
よ
り
逃
げ
回
る
あ
り
〕

○
同
仇
敵
擬
〔
璽
省
の
民
風
、
素
よ
り
剛
到
を
称
す
”
・

羊
城
の
睾
人
、
敵
擬
同
仇
せ
ざ
る
な
し
〕

月
一
日
〈
光
緒

〔
法
人
曇
を
溝

す
る
を
虞
る
〕

〔
兵
部
大
臣
等

〔
去
臘
二
十
七
日
、
法
国
の
鉄
甲
船

海
の
居
民
、
殊
に
慌
恐
を
形
す
〕

捷
（
宣
光
の
鑓
を
論
ず
〉

論
（
中
は
必
ず
法
に
勝
つ
の
論
）

江
の
敗
は
只
法
人
暗
に
蕊
に
狙
撃
す
る
に
因
る
〕

官
は
法
艦
遊
ぜ
し
往
来
定
め
な
き
に
因
り
、
加
意
提
防
せ
ざ
る
な
し
〕

曰
く
光
緒
十

「
、
省
中
の
大
憲
、
軍
務
孔
だ
亟
に
し
て
薄
館
維
れ
瓢
き
を
以
て
、
遂

】
行
の
生
意
、
売
り
出
し
の
貨
物
の
価
値
を
し
て
、
毎
両
に
預
め
銀
三

、
軍
館
に
充
て
し
む
〕

泄
後
（
本
報
の
諒
山
鷲
耗
の
後
に
害
す
）

（
光
緒
十
一
年
一
月
十
七
日
〉

（
基
隆
の
戦
務
を
閲
て
後
に
害
す
〉

（
東
璽
の
設
防
の
厳
を
論
ず
）

臘
月
、
十
八
よ
り
以
て
二
十
八
等
の
日
に
お
よ
ぶ
ま
で
、

、 十
一
年
一
月
十
五
日
）

え
る
の
初
め
、
中
国
瞳
深
く
俄
人
の
虚
に
乗
じ
て
窺
伺
し
辺

霧
撹
添
兵
の
一
事
に
因
り
、

□

年
￣

月
十
六
日
）

艘

法
人
零
を
擾
す
の
説
あ
り
て
よ
り
、

戦
船
四
膿
、

以
て
廷
臣
の
互
相
剛
鶴
す
る

駛
し
て
銅
柱
山
に

中
軍
日
に
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八
八
五
年
三

．
論
有
備
無

◎
論
法
人
禁

○
法
人
妄
談

①
西
人
論
中

八
八
五
年
一
一
一
月
七
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
二
十
一
日
）

○
禁
船
載
米
〈
船
に
米
を
載
せ
る
を
禁
ず
）

◎
法
人
封
禁
米
糧
来
華
説
（
法
人
米
糧
の
華
に
来
る
を
封
禁
す
る
の
説
）

○
台
郡
紀
実
〔
本
月
初
七
日
、
割
省
三
撫
帥
、
・
将
士
を
督
率
し
、
基
陸
地
方
に
在
り
て
復

た
法
人
と
開
仗
し
、
大
い
に
全
勝
を
獲
る
〕

○
龍
州
要
電
〔
法
人
、
諒
山
の
軍
を
将
て
隊
を
抜
き
て
中
国
の
広
西
に
馳
赴
せ
し
む
〕

◎
聯
民
団
以
同
敵
繍
説
（
民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
擬
を
同
じ
く
す
る
の
説
）

八
八
五
年
三

．
再
読
聯
民

○
法
電
告
敗

○
法
兵
赴
越

○
海
防
戒
厳

八
八
五
年
三

．
越
戦
問
答

○
噌
防
葦
固

○
未
雨
調
綴

東
を
窺
伺

○
法
人
大
言

起
こ
し
て

⑳
戦
艦
惨
沈

月
四
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
十
八
日
）

患
（
備
え
あ
れ
ば
患
な
き
を
論
ず
）

運
米
石
不
合
公
法
（
法
人
米
石
を
運
ぷ
を
禁
じ
て
公
法
に
合
せ
ざ
る
を
論
ず
）

法
曲
直
〈
西
人
、

月
五
日
（
光
緒
十

（
未
だ
雨
ふ
ら
ず

す
る
の
遇
あ
り
〕

〔
中
国
冊
お
心
を

そ
の
東
隅
を
攻
め

月
八
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
二
十
二
日
）

団
以
同
敵
侭
説
（
民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
侭
を
同
じ
く
す
る
の
説
を
再
続
す
）

（
法
電
、
敗
を
告
ぐ
）

〈
法
兵
、
趣
に
赴
く
〉

中
法
の
曲
直
を
論
ず

し
て
綱
綴
す
〉

降
し
て
相
い
従
わ
ざ
れ
ぱ
、

ん
〕

年

月
十
九
日
）戸、

近
日
、 、￣

法
人
洋
面
に
遊
危
し
、

我
が
法
国
は
再
び
復
た
兵
を

ま
た
恩
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一
八
八
五
年
三
月
十
日
（
光

○
間
海
近
間
〔
日
新
火
船

く
す
る
あ
る
を
見
る
〕

⑬
西
論
訳
略
〔
法
人
の
北

○
幸
獲
生
還
（
幸
い
に
生

◎
四
続
聯
民
団
以
同
敵
繍

②
海
客
談
兵
（
海
客
、
兵

八
八
五
年
三

．
論
法
人
将

○
福
州
船
事

◎
宜
密
布
水

②
陳
方
伯
上

○
間
中
軍
信

師
を
阻
む

○
鎮
南
捷
聞

○
台
麺
警
電

○
撃
壊
法
船

八
八
五
年
三

○
屡
門
郵
音

○
撃
設
法
船

・
論
名
器
不

○
鎮
海
読
聞

◎
三
続
聯
民

③
醇
親
王
論

◎
論
武
備
宜

○
越
南
軍
信

て
前
往
し
、

○
龍
州
続
聞

餓
聞
（
法
船
を
撃
壊
す
る
の
饒
聞
）

月
十
一
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
二
十
五
日
）

絶
中
朝
糧
道
〈
法
人
将
に
中
朝
の
糧
道
を
絶
た
ん
と
す
る
を
論
ず
）

〔
去
臘
一
一
十
三
日
．
法
国
の
戦
船
数
艘
、
福
州
の
海
面
に
在
り
て
停
泊
す
〕

雷
説
（
宜
し
く
水
雷
を
密
布
す
べ
き
の
説
〉

左
侯
相
書
（
陳
方
伯
よ
り
左
侯
相
に
上
る
の
書
〉

〔
法
人
台
湾
に
在
り
、
別
に
戦
船
を
派
し
海
面
に
分
巡
し
以
て
台
を
援
く
の

〕 認
真
請
求
〈
武
備
は
宜
し
く
認
真
に
請
求
す
べ
き
を
論
ず
〉

〔
法
人
諒
山
を
陥
す
の
後
よ
り
、
法
師
の
壌
利
士
、
現
に
巳
に
重
兵
を
発
し

【
利
然
開
の
軍
を
救
助
せ
し
む
〕

〔
楊
帥
は
陣
亡
し
、
播
凋
の
両
帥
は
現
に
関
の
内
外
に
分
屯
す
〕

月
九
日
（
光
緒
十
一

〔
打
狗
一
帯
の
海
誇

（
法
船
を
撃
設
す
〉

可
澄
子
（
名
器
は
琴

〔
十
六
の
晩
、
法
飢

団
以
同
敵
繍
説
（
臣

光
緒
十
一
年
一
月
二
十
四
日
）

几
ロ
、
５
・
；
そ
の
芭
蕉
山
に
在
る
の
時
に
当
り
、

直
隷
を
囲
困
す
る
を
論
ず
る
者
あ
り
〕

還
す
る
を
獲
る
）

説
（
民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
編
を
同
じ
く
す
る
の
説
を
四
続
す
）

を
談
ず
）

濃
り
に
予
う
ぺ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
）

船
、
水
雷
砲
船
両
艘
を
用
い
て
鎮
海
に
進
攻
す
〕

民
団
を
聯
ね
て
以
て
敵
傭
を
同
じ
く
す
る
の
説
を

一
年
一
月
一
一
十
三
日
）

面
、
抵
法
船
両
艘
の
往
来
遊
せ
す
る
あ
る
の
み
〕

法
戦
船
の
該
処
に
遊

続
す

－ジ
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八
八
五
年
三
月
十
一
一
日
（
光
緒
十

③
両
江
戦
事
棄
述

○
電
信
伝
聞
〔
中
法
、
戦
を
示
す

○
東
京
軍
信
〔
誼
山
守
を
失
う
の

◎
論
行
軍
当
謀
萬
全
く
行
軍
は
当

八
八
五
年
三
月
十
三
日
（

◎
論
中
国
宜
体
樋
陣
傷
勇

○
東
京
重
信
〔
此
の
次
の

兵
と
相
い
上
下
せ
ず
〕

○
西
報
訳
略
〔
法
人
の
薯

用
意
実
に
明
言
し
難
し

八
八
五
塗

◎
論
法
１

．
論
法
１

○
法
人
幸

○
甫
江
蕾

◎
論
法
１

論
ず
）

○
淡
水
二

○
補
述
一
一

八
八
五
年
一
一
一
月
十
五
日
〈
光
緒
十
一
年
一
月
二
十
九
日
）

○
東
京
続
聞
〔
法
兵
の
諒
山
に
進
攻
す
る
の
軍
、
約
萬
人
あ
り
〕

◎
論
法
人
禁
運
米
船
之
非
（
法
人
米
を
運
ぶ
の
船
を
禁
ず
る
の
非
を
論
ず
）

○
東
京
軍
信
〔
法
の
統
領
尼
忌
礼
也
、
十
一
一
月
十
五
日
に
於
て
、
親
ら
軽
気
球
に
乗
り
、

空
に
藤
り
て
華
軍
の
虚
実
を
窺
探
す
〕

年
三

人
擬

人
気

読
謀

軍
信

人
封

近
間
〔
目
下
、
華
共
は
淡
水
地
方
に
在
り
〕

諒
山
軍
事
〈
諒
山
の
軍
事
を
補
述
す
〉

月
十
四
日
（
光
緒
十
一
年
一
月
二
十
八
日
）

囲
廉
州
北
海
〈
法
人
擬
し
て
廉
州
の
北
海
を
囲
ま
ん
と
す
ろ
を
論
ず
〉

澱
（
法
人
の
気
鍜
す
る
を
論
ず
〉

〔
中
国
の
兵
艦
、
甫
江
に
在
り
て
利
を
失
う
の
後
よ
り
、
民
心
驚
慢
す
〕

●

禁
北
海
将
犯
両
薯
（
法
人
北
海
を
・
封
禁
し
て
将
に
両
零
を
犯
さ
ん
と
す
る
を

零
束
の
北
海
を
封
禁
し
て
以
て
東
京
一
帯
の
洋
面
に
至
る
、

し
〕 光
緒
十
一
年
一
月
二
十
七
日
）

丁
（
中
国
は
宜
し
く
陣
傷
の
勇
丁
を
体
悩
す
べ
き
を
論
ず
）

中
法
の
交
戦
は
実
に
大
敵
た
り
。
華
兵
ま
た
能
く
血
戦
し
、
法

の
後
、
法
人
明
目
張
胆
す
〕

一
事
、
…
去
臘
二
十
九
日
に
在
り
〕

に
萬
全
を
謀
る
べ
き
を
論
ず
）

年
一
月

十
六
日
）

そ
の
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一
八
八
五
年
一
二
月
十
八
日
〈
光
緒
十
一
年
二
月
初
一
一
日
）

○
基
隆
勝
法
細
情
（
基
隆
の
法
に
勝
つ
の
細
情
）

○
駆
法
電
音
（
法
を
駆
る
の
電
音
〉

○
省
城
軍
報
〔
去
臘
二
十
八
日
、
法
人
諒
山
を
僕
犯
し
、

○
甫
戦
可
嘉
（
甫
戦
、
嘉
す
べ
し
）

③
憲
示
照
登
〔
法
人
、
端
な
く
し
て
順
を
犯
す
〕

一
八
八
五
年
三
月
一
一
十
日

◎
損
人
不
利
己
説
く
人

○
火
船
索
陪
（
火
船
、

○
法
弁
私
談
〔
水
師
提

他
去
せ
り
〕

○
犯
璽
遥
伝
〈
鴎
を
犯

○
諒
山
已
復
（
諒
山
己

八
八
五
年
三

○
西
報
彙
訳

る
を
許
さ

○
基
隆
訳
聞

○
基
隆
捷
報

○
法
無
能
為

○
諒
山
確
耗

○
敵
礪
同
仇

○
北
海
近
聞

○
法
棄
諒
山

八
八
五
年
三
月
十
九
日
〈
光
緒
十

○
法
人
志
大
〈
法
人
の
志
は
大
な

○
注
意
諒
山
（
諒
山
に
注
意
す
〉

③
総
署
照
会

月
十
・
七
日

〔
中
法
和

ず
〕

〔
日
前
、

（
法
、
為
す
能
う
な
し
）

〔
日
前
の
諒
山
の
一
役
、
中
国
は
戦
わ
ず
し
て
退
く
と
調
う
あ
り
〕

〔
近
ご
ろ
廉
州
の
洋
面
、
己
に
法
船
の
比
に
至
り
て
湾
泊
す
る
あ
り
〕

〔
北
海
の
防
務
喫
緊
に
し
て
、
日
間
、
中
法
開
仗
の
勢
い
あ
り
〕

（
法
、
諒
山
を
粟
つ
〉

す
の
遇
仁

に
復
す
）

（
光
緒
十
一
年
二
月
初
四
日
）

を
損
え
ば
己
を
利
せ
ざ
る
の
説
）

賠
を
索
む
）

督
の
孤
抜
は
戦
船
数
艘
を
督
率
し
、

法
宣
、

（
光
緒
十
一
年

を
矢
い
て
よ
り
、

伝

華
営
を
僕
犯
す
〕

一
年

り
）

～〆
月
初

月
初
一
日
）

英
廷
公
法
を
格
遵
し
、

、

日
－－

官
軍
隊
を
揮
い
て
敵
を
迎
う
〕

咋
ご
ろ
基
隆
よ
り
開
行
し
て

法
国
の
戦
艦
を
接
済
す

4４７



八
八
五
年
三
月
一
一
一

○
淡
水
近
耗
〔
淡
十

以
て
之
を
犯
す
．
〕

○
同
心
共
済
〔
去
目

○
休
戚
相
関
〔
英
置

情
自
ず
か
ら
己
五

○
基
隆
戦
耗
〔
日
誌

○
虎
視
眈
眈
〔
中
塗

○
日
人
乗
鴛
〔
中
塗

○
護
押
教
人
〈
教
１

八
八
五
年
一
一
一
月
一
一
十
一
一
日
（
光
緒
十
一
年
二
月
初
六
日
）

○
諒
山
報
捷
（
諒
山
、
捷
を
報
ず
〉

○
先
声
奪
人
〈
先
声
、
人
を
奪
う
）

○
訳
録
西
報
（
西
報
を
訳
録
す
〉
〔
法
人
諒
山
に
踞
す
る
の
後
よ
り
、

ま
た
兵
を
追
い
て
撲
杜
仁
関
に
進
む
〕

○
淡
水
述
聞
〔
法
船
二
艘
、
駐
行
し
て
他
に
往
く
〕

八
八
五
年
三

○
析
津
尺
累

兵
は
恐
ら

⑮
録
候
補
監

を
録
す
〉

○
法
情
直
測

○
法
人
阻
運

○
商
民
報
効

○
法
電
訳
録
〔
法
人
の
敗
を
認
み
て
勝
と
為
す
を
見
る
べ
し
〕

○
越
南
軍
信
〔
法
兵
、
諒
．
山
に
拠
り
て
駐
紫
す
る
の
後
よ
り
、
法
将
の
壌
利
．

部
兵
を
続
く
、
太
原
・
鎖
地
方
に
過
回
す
〕

月
二
十
一
日
〈
光
緒
十
年
二
月
初
五
日
）

〔
法
人
如
し
果
し
て
米
石
を
厳
禁
す
れ
ば
、
将
来
旅
順
島
に
駐
す
る
所
の
中

く
は
庚
癸
の
呼
を
免
れ
難
し
〕

大
使
張
俊
民
上
張
香
帥
稟
（
候
補
霊
大
使
張
俊
民
よ
り
張
呑
帥
に
上
る
の
粟

（
法
の
情
へ
測
り
直
し
〉

〈
法
人
、
運
を
阻
む
）

〔
華
人
現
に
英
京
に
在
り
、

月
の
前
数
日
、
左
侯
相
勁
旅
数
千
名
を
督
率
し
馳
せ
て
台
湾
に
赴
く
〕

億
両
邦
の
京
に
駐
す
る
の
公
使
、
中
法
の
時
事
銀
危
な
ろ
を
目
撃
し
、

み
難
く
、
復
た
歯
舌
の
労
を
惜
し
ま
ず
、
二
国
の
為
に
解
紛
排
難
す
〕

前
、
中
法
一
一
軍
、
基
隆
を
距
た
る
約
六
英
里
の
処
に
在
り
て
交
緩
す
〕

法
事
あ
る
に
当
り
、
俄
は
自
ら
在
華
の
法
商
を
保
護
す
る
の
責
を
認
む
〕

法
兵
を
用
う
る
の
際
に
因
り
鍵
に
乗
じ
て
以
て
高
麗
を
奪
わ
ん
と
欲
す
〕

人
を
護
押
す
）
〔
中
法
和
を
失
い
て
よ
り
後
、
凡
そ
敵
国
の
教
民
は
皆

の

十
一
一
一
日
〈
光
緒
十
一
年
一
一
月
初
七
日
〉

水
付
近
に
環
湾
と
地
名
す
る
看
あ
り
。

軍
費
を
開
指
す

正
月

￣’

十

兀
戎
の
拍
里
也
、

日
､

遂
に
そ
の

法
人
兵
を
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八
八
五
年
三
月
一
一
十
四
日
（
光
竺

翻
道
憲
照
会
〔
査
す
ら
に
、
法
’
’

○
法
人
兵
徴
〈
法
人
の
兵
徹
し
）

○
北
海
要
聞
〔
日
前
、
法
船
数
華

○
厘
門
近
信
〔
近
日
、
法
人
は
鴎

○
製
造
船
艦
（
船
艦
を
製
造
す
〉

八
八
五
年
三

轡
記
楊
軍
門

○
天
威
溝
怒

○
間
事
紀
要

◎
再
論
法
人

◎
論
兵
貴
操

③
来
信
照
登

◎
璽
客
問
答

敵
の
頭
を

○
勝
法
伝
聞

八
八
五
年
一
一
一
月
二
十
七
日
〈

○
厘
門
談
屑
〔
屡
門
の
商
船
、

殊
に
聞
く
者
を
し
て
髪
指

○
密
布
水
雷
（
水
雷
を
密
布

○
寧
道
照
会
〔
寧
波
道
観
察
、

○
京
師
郵
信
〔
岑
彦
卿
宮
保
、

◎
論
華
民
宜
議
公
法
（
華
民

○
移
駐
重
臣
（
重
臣
を
移
駐

○
公
道
猶
存
〈
公
道
、
猶
お

○
四
明
録
要
〔
法
人
鎮
海
を

逃
れ
て
遠
方
に
之
く
〕

月
二
十
五
日
（
光
緒
十
一
年

事
（
楊
宣
・
門
の
事
を
記
す
）

〔
省
間
の
大
憲
、
己
に
金
牌
外
港
を
将
て
封
堵
し
、

阻
槽
事
（
再
び
法
人
の
漕
事
を
阻
む
を
論
ず
）

練
〈
兵
は
操
練
を
貴
ぶ
を
論
ず
）

〔
｜
た
び
談
じ
て
中
法
の
戦
事
に
及
べ
ば
、
未
だ
我
が
軍
容
を
杜
ん
に
し
、

太
白
に
懸
け
る
を
欲
せ
ざ
る
看
あ
る
に
は
あ
ら
ず
〕

（
法
に
勝
つ
の
伝
聞
）

徹
し
）

船
数
艘

人
は
戦

造
す
〉侵存すはすせ光

犯す一宜法昨－し去緒

緒
十
一
年
二
月
初
八
日
）

人
約
に
背
き
、
沿
海
に
章
興
る
〕

、
北
海
に
在
り
て
遊
七
す
る
あ
り
〕

船
一
艫
を
涜
湖
の
外
填
に
移
泊
す
〕

十
一
年
二
月
十
一
日
）

蝋
、
法
人
の
洋
面
に
在
り
て
劫
掠
惨
殺
す
る
を
被
り
、

む
〕

〔
海
氣
靖
か
ら
ざ
る
よ
り
以
来
、
防
務
日
に
益
々
慎
重
〕

ご
ろ
外
国
領
事
に
照
会
す
〕

人
に
高
平
に
囲
ま
る
〕

し
く
公
法
を
議
す
べ
き
を
論
ず
）

）す
る
の
後
よ
り
、

月
初
九
日
）

寧
波
の
洋
商
敦
士
は
風
鶴
の
鷲
な
く

輪
舟
口
に
入
る
能
わ
ず
〕
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八
八
五
年
三

○
観
戦
不
果

○
鎮
海
郵
音

○
東
京
重
信

及
び
黒
旗

○
漕
事
述
聞

◎
論
近
日
越

○
印
廷
守
法

理
と
し
て

○
法
人
募
兵

八
八
五
年

八
八
五
年
三
月
一
一
十
八

○
江
陰
軍
務
〔
近
日
、

○
台
麹
無
法
（
台
麺
に

○
添
築
砲
台
（
砲
台
を

○
甫
上
近
聞
〔
漸
撫
の

衛
せ
し
な
〕

○
議
和
伝
聞
〔
法
人
現

○
軍
火
披
獲
（
軍
火
獲

◎
閲
西
報
法
兵
部
大
臣

○
宣
示
禁
例
（
禁
例
を

物
を
将
て
逐
一
開
列

○
寧
波
戦
電
〔
去
月
二

ん
ぱ
あ
ら
ず
〕

○
漕
運
続
聞
〔
去
秋
の
馬
江
の
失
事
、
台
湾
封
さ
る
る
の
後
、

来
春
の
海
運
必
ず
波
乱
あ
る
を
霧
及
す
〕

○
法
船
往
台
（
法
船
、
台
に
往
く
〉

中
軍
情
（
近
日
の
越
中
の
軍
情
を
論
ず
）

（
印
廷
、
法
を
守
る
〉
〔
近
ご
ろ
中
法
開
仗
す
る
に
因
り
、
局
外
の
諸
邦
は

合
に
公
法
を
遵
守
す
べ
し
。
印
度
朝
廷
、
特
に
諭
旨
を
発
す
〕

〈
法
人
、
兵
を
募
る
〉
〔
法
人
、
東
京
に
在
り
て
越
南
の
土
人
を
召
募
す
〕

月

月
二
十
九
曰
く
光
緒

〈
観
戦
を
果
さ
ず
）

〔
寧
波
及
び
鎮
海
両

〔
宣
光
篦
嵩
関
は
法

の
為
に
困
し
む
所
た

十
日
（
光
緒
十

に
復

せ
ら

議
論

》
具
一
示

す
〕

十
七

曰
く
光

陸
路
の

法
な
し

添
築
す

劃
中
丞
、

復
た
李
伯
相
と
和
約
・
を
商
議
す
と
調
う
〕

ら
る
）

請
書
後
〈
西
報
に
法
の
兵
部
大
臣
の
議
論
を
閲
て
後
に
書
す
）

示
す
〉
〔
上
海
の
法
領
事
、
現
に
法
人
の
禁
ず
る
所
の
運
載
の

日
、

一一防緒

処
の
地
面
は
、
目
下
軍
務
孔
だ
亜
な
り
〕

人
占
拠
し
て
よ
り
以
来
、
去
年
の
西
暦
十
月
よ
り
華
軍

り
〕

十
一
年

営十
、

撫
標
の
精
兵

年

両
点
半
鐘
の
時
に
於
て
、

年
二
月
十
二
日
）

そ
の
整
粛
な
る
こ
と
異
常
な
り
〕

月
十
四
日
〉

月
十

千
名
を
派
椀
し
て
南
に
到
り
鎮
海
を
保

日
､￣

当
軸
の
諸
公
は
即
ち
己
に

忽
ち
砲
を
開
く

１－'
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一
八
八
五
年
四
月
三
日
（
光
緒
十
一
年
一
一
月
十
八
日
）

○
四
明
紀
要
〔
前
に
立
生
号
の
山
東
船
、
法
人
の
虜
去
を
被
る
〕

○
璽
西
確
耗
〔
諒
山
守
り
を
失
い
て
後
、
克
復
す
る
や
否
や
は
伝
説
紛
如
た
り
〕

○
法
兵
将
至
〈
法
兵
、
将
に
至
ら
ん
と
す
）

◎
乗
勢

○
基
隆

能
わ

○
調
兵

◎
論
罵

○
萱
下

『
フ
〕

◎
解
散

八
八
五
年
三

．
整
頓
水
師

②
罪
言
費
言

○
南
東
紀
要

○
和
議
鵜
俔

◎
解

八
八
五
年
四
月
一
日
〈
光
緒
十
一
年
二
月
十
六
日
）

○
諒
山
軍
情
〔
穏
子
材
軍
門
、
…
力
を
膏
い
て
穀
出
し
、
法
軍
業
に
経
に
大
い
に
挫
か
る
〕

⑬
憲
示
照
録
〔
広
東
の
海
防
喫
緊
、
需
用
浩
繁
な
れ
ば
、
資
を
民
力
に
借
ら
ざ
る
能
わ
ず
〕

八
八
五
年
四
月
二
日
〈
光
緒
十
一
年
二
月
十
七
日
）

◎
論
法
人
断
不
敢
窺
伺
響
垣
〈
法
人
は
断
じ
て
敢
え
て
響
垣
を
窺
何
せ
ざ
る
を
論
ず
）

八
八
五
年
四
月
二
日
〈
光
緒
十
一

．
論
法
人
断
不
敢
窺
伺
響
垣
〈
注

○
克
復
誌
山
（
諒
山
を
克
復
す
〉

◎
論
法
人
以
局
外
公
共
之
説
愚
市

論
ず
）

述洋北ず戦論

聞失海一報へ

帛事へへ勢

法与北曰い

人近海前に

順日に 乗
一Ⅱ＝企＝斥司．、ユーユュ｡

漠
好
説
く
漢
好
を
解
散
す
る
の
説
）

月
三
十
一
日
〈
光

末
議
（
水
師
を
整

〈
選
録
循
環
日
報

〔
近
日
、
法
船
洋

乗
デ
ー
る
の
論
）

法
宣
は
華
営
を
撲
犯
す
る
も
、

調
兵
す
〉

戦
勝
之
故

を
犯
し
て

緒
十
一
年
二
月
十
五
日
）

領
す
．
る
の
末
議
〉

中
国
（
法
人
は
局
外
公
共
の
説
を
以
て
中
国
を
愚
す
る
を

面～

（
魚
洋
の
失
事
と
近
日
の
戦
勝
の
故
を
論
ず
）

以
来
、
一
切
の
軍
国
の
大
事
は
悉
く
醇
邸
の
哉
奪
を
請

に
遊
稔
す
〕

華
軍
力
め
て
拒
み
、

法
は
遇
す
る
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